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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

(1）連結経営指標等          

売上高（百万円） 138,203 141,368 151,824 165,043 174,284 

経常利益（百万円） 10,478 11,779 14,632 17,391 16,660 

当期純利益（百万円） 3,102 4,337 7,594 9,133 9,358 

純資産額（百万円） 66,881 82,766 99,240 110,745 119,244 

総資産額（百万円） 156,266 168,004 178,126 190,424 208,318 

１株当たり純資産額（円） 872.56 920.72 970.33 1,075.17 1,131.22 

１株当たり当期純利益（円） 40.10 52.32 76.10 88.47 90.84 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
34.54 45.85 73.10 87.55 90.39 

自己資本比率（％） 42.80 49.26 55.71 58.16 56.00 

自己資本利益率（％） 4.73 5.80 8.35 8.70 8.23 

株価収益率（倍） 15.59 17.14 14.57 20.89 14.99 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
12,582 5,099 17,078 15,526 12,418 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△9,521 △7,252 △12,376 △9,696 △10,376 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△4,179 7,136 △8,034 △5,892 1,303 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
11,308 16,548 13,243 14,052 18,020 

従業員数（名） 2,133 2,189 2,147 2,248 2,414 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．提出会社の第142期の１株当たりの配当額11円には、平成15年10月に実施しました公募新株発行に伴う増資

記念配当２円が含まれています。 

３．提出会社の第144期の１株当たりの配当額20円には、社名変更及び本社ビル完成に伴う記念配当２円が含ま

れています。 

４．平成15年３月期より１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の各数値にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しています。 

４．145期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。

回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

(2）提出会社の経営指標等          

売上高（百万円） 104,533 107,478 114,678 122,283 126,593 

経常利益（百万円） 9,598 10,530 12,761 15,314 13,922 

当期純利益（百万円） 3,105 4,716 6,583 8,240 8,259 

資本金（百万円） 12,902 17,864 22,399 22,713 22,793 

発行済株式総数（株） 76,664,238 90,035,688 102,471,942 103,212,942 103,401,942 

純資産額（百万円） 58,277 74,589 89,957 99,839 105,003 

総資産額（百万円） 131,108 142,252 152,022 159,695 169,350 

１株当たり純資産額（円） 760.29 828.69 878.60 968.29 1,017.08 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当額）

（円） 

9.00 

(4.50) 

11.00 

(4.50) 

14.00 

(6.00) 

20.00 

(8.00) 

22.00 

(11.00) 

１株当たり当期純利益（円） 40.17 56.90 65.91 79.83 80.08 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
34.60 49.87 63.36 79.00 79.69 

自己資本比率（％） 44.45 52.43 59.17 62.52 62.00 

自己資本利益率（％） 5.45 7.10 8.00 8.68 8.06 

株価収益率（倍） 15.56 15.76 16.83 23.15 17.01 

配当性向（％） 22.40 19.33 21.24 25.05 27.47 

従業員数（名） 1,502 1,503 1,478 1,508 1,533 



２【沿革】 

大正６年１月 電解ソーダの製造を目的として、旭電化工業株式会社を資本金100万円で創立。 

大正７年１月 尾久工場を完成、操業開始。 

（昭和54年３月、主要工程停止、鹿島・千葉両工場へ移転完了。平成２年４月、操業停止。） 

昭和３年11月 当社農業薬品部門を分離し、日本農薬㈱を設立。 

昭和22年１月 当社製品の販売を目的として、連結子会社の陽光産業㈱（現 ADEKAケミカルサプライ㈱）を設

立。 

昭和24年５月 当社株式、東京証券取引所に上場。 

昭和34年10月 過酸化水素の製造・販売を目的として、当社と米国ＦＭＣ社ほかとの合弁で、子会社の東海電化

工業㈱を設立。 

（平成８年12月、米国ＦＭＣ社より持分を購入し、合弁契約を解消。平成11年４月、当社に吸収

合併、同社吉原工場は当社富士工場となる。） 

昭和35年１月 当社の機械・電気関係の修理、倉庫管理及び運送業務等を分離独立するために、子会社の旭友産

業㈱を設立。 

（平成12年４月、同社の物流事業を分離し、物流の総元請会社として、連結子会社のアデカ物流

㈱（現 ADEKA物流㈱）を設立。旭友産業㈱は、資産管理会社として存続。） 

昭和36年７月 当社及び関連各社の所有不動産の売買・管理並びに損害保険代理業等を目的として、子会社の旭

友不動産㈱（現 ADEKAライフクリエイト㈱）を設立。 

昭和37年１月 プラスチック用可塑剤、安定剤の製造・販売を目的として、当社と米国アーガスケミカル社の合

弁で、アデカアーガス産業㈱を設立。 

（昭和38年４月、社名をアデカ・アーガス化学㈱に改称。昭和63年、相手先持分を購入し、

100％子会社となる。平成２年10月、当社に吸収合併、同社三重工場は当社三重工場となる。） 

昭和40年３月 脂肪酸とグリセライドの誘導体の製造・販売を目的として、当社と米国スウィフト社との合弁で

アデカ・スウィフト化学㈱を設立。 

（昭和47年８月、相手先持分を購入し、当社出資100％子会社のアデカ・ファインケミカル㈱と

改称。平成12年６月、連結子会社であるADEKAケミカルサプライ㈱と合併し、解散。） 

昭和41年７月 当社食品製品の関西地区における生産拠点として、明石工場が完成し、操業を開始。 

昭和42年10月 塩化ビニール用可塑剤の製造・販売を目的として、当社（当時、アデカ・アーガス化学㈱）、大

日本インキ化学工業㈱、新日本理化㈱及び日本油脂㈱との合弁で、連結子会社のオキシラン化学

㈱を設立。 

昭和43年２月 鹿島臨海工業地区における石油化学コンビナート建設構想のもとに、当社、三菱化学㈱（当時、

三菱油化㈱）、旭硝子㈱ほかとの共同出資により、鹿島電解㈱、鹿島ケミカル㈱等を設立。 

昭和45年７月 鹿島石油化学コンビナートへの進出とともに、鹿島工場を完成、操業開始。 

昭和48年４月 食器洗浄機用の洗剤市場に進出すべく、連結子会社の㈱アデカクリーンエイド（現 ADEKAクリー

ンエイド㈱）を設立。 

昭和50年９月 エイエス化成㈱袖ケ浦工場完成、操業開始。 

（昭和59年３月同社解散、当社千葉工場となる。） 

昭和50年12月 当社のエンジニアリング技術を活かし、化学、油脂、食品及び公害防止技術、その他にわたる社

外エンジニアリング業務の展開を図るため、子会社のアデカエンジニアリング㈱を設立。 

（平成12年４月、連結子会社であった旭総合工事㈱と合併し、解散。） 

昭和52年９月 当社の研究技術陣により蓄積された分析技術、及び工場の安全衛生に関する豊富な経験を活かし

て各種環境測定と原材料、製品等の測定分析の専門機関として、子会社の㈱東京環境測定センタ

ーを設立。 

昭和54年２月 脂肪酸、グリセリンの製造を目的として、当社、新日本理化㈱及び日本油脂㈱との共同出資によ

り、千葉脂肪酸㈱を設立。 

昭和54年７月 珪酸ソーダの製造を目的として、久喜工場を完成、操業開始。 

（平成８年12月操業停止） 

昭和63年７月 食用油脂の海外生産拠点として、シンガポールに連結子会社の現地法人ADEKA(SINGAPORE)PTE.LT

D.を設立。（平成15年９月、当社連結子会社 ADEKA(ASIA)PTE.LTD.に当社保有全株式を現物出

資。なお、連結子会社としては継続） 

 



平成元年10月 樹脂添加剤の販売を目的として、台湾に当社（当時、アデカ・アーガス化学㈱）と長春人造樹脂

廠股份有限公司等との合弁で、現地法人長江化学股份有限公司を設立。 

平成２年11月 光造形樹脂・システム製造・販売を目的として、ＮＴＴデータ通信㈱等との合弁で、シーメット

㈱を設立。（現エヌ・ティ・ティ・データ・シーメット㈱） 

平成３年11月 合成樹脂用添加剤の製造・販売を目的として、韓国に当社と韓農、韓精等の合弁で、ハンノンア

デカCORP.を設立。 

（平成９年３月にドンブアデカCORP.に商号変更。平成15年１月にADEKA FINE CHEMICAL KOREA C

ORP.に商号変更） 

平成６年３月 合成樹脂用添加剤の製造・販売を目的として、米国に当社と三菱商事㈱と米国ＭＩＣ社との合弁

で、連結子会社の現地法人AMFINE CHEMICAL CORP.を設立。 

平成６年３月 マヨネーズ・水産加工品等の製造を目的として、連結子会社のアサヒ・ファインフーズ㈱

（現 ADEKAファインフーズ㈱）を設立。 

平成７年11月 合成樹脂用添加剤の製造・販売を目的として、タイに当社とタイ三菱等の合弁で、アデカ（タイ

ランド）CO.,LTD.を設立。（アデカ（タイランド）CO.,LTD.は解散） 

平成８年３月 土木建築・機械器具・電気・管工他の総合工事を目的とした、子会社の旭総合工事㈱を設立。 

（平成12年４月、連結子会社であったアデカエンジニアリング㈱と合併、連結子会社のアデカ総

合設備㈱（現 ADEKA総合設備㈱）と改称） 

平成８年３月 世界的な課題である環境問題に対応すべく、車輛向け省燃費潤滑油添加剤等の製造を目的とし

て、相馬工場を完成、操業開始。 

平成８年４月 エー・シー・アール㈱のエポキシ事業を当社が営業譲受。 

（エー・シー・アール㈱は解散。） 

平成10年１月 欧州での販売、開発を主目的とする欧州法人を設立する前提としてドイツに欧州事務所を開設。 

（平成11年４月、現地法人アサヒデンカヨーロッパGmbH（現 ADEKA EUROPE GmbH）設立。） 

平成11年６月 韓国での当社製品の製造・販売を主目的とする韓国法人を設立する前提として、韓国に韓国事務

所を開設。 

（平成12年３月、現地法人アサヒデンカコリアCORP.（現 ADEKA KOREA CORP.）設立。） 

平成12年４月 陽光産業の食品事業を分離し、食品販売会社（商流再編を目的）として連結子会社の旭食品販売

㈱（現 ADEKA食品販売㈱）を設立。 

（平成12年８月、旭油糧㈱と、平成12年10月、連結子会社であった吉川商事㈱及び㈱新パンキョ

ーと合併。） 

平成12年９月 当社100％出資子会社ADEKA EUROPE GmbHが、パルマロール社との共同出資により、現地法人ADEK

A PALMAROLE SASを設立。 

平成13年11月 中京地区の食品販売を強化するために、日本たばこ産業㈱より食品販売会社、㈱ヨンゴーを買収

し、子会社化。 

平成13年12月 中国での化学品販売を目的とする当社100％出資子会社、現地法人阿洒旭電化（上海）有限公司

（現 艾迪科（上海）貿易有限公司）を上海に設立。 

平成14年４月 国都化学㈱（韓国）との合弁により、中国にエポキシ樹脂・ＰＰＧ・ＰＵシステムなどの製造・

販売を目的とする現地法人国都化工（昆山）有限公司を設立。 

平成14年７月 中国での当社製品の製造・販売を目的とする当社100％出資子会社、現地法人阿洒旭精細化工

（上海）有限公司（現 艾迪科精細化工（上海）有限公司）を上海に設立。 

平成15年１月 ドンブアデカCORP.の株式を合弁パートナーであるドンブグループより買収、子会社化しADEKA F

INE CHEMICAL KOREA CORP.に商号変更。 

平成15年５月 長春石油化学股份有限公司（台湾）との合弁により、中国における樹脂用添加剤の製造・販売を

目的とする現地法人艾迪科精細化工（常熟）有限公司を常熟に設立。 

平成15年９月 アセアン・オセアニアにおける化学品の販売会社として、当社100％出資子会社、現地法人ADEKA

(ASIA)PTE.LTD.をシンガポールに設立。 

平成16年２月 米国市場を主対象に樹脂添加剤を除く化学品の販売を目的として、米国ニュージャージー州に当

社100％出資子会社、現地法人アサヒデンカＵＳＡ,INC.（現 ADEKA USA CORP.）設立。 

 



平成16年４月 連結子会社である長江化学股份有限公司の100％出資により、中国における輸入販売を目的とし

た現地法人長連旭（上海）貿易有限公司を設立。 

平成16年５月 タイにおける樹脂用添加剤の製造・販売を目的とした現地法人ADEKA FINE CHEMICAL(THAILAND)C

O.,LTD.を設立。  

平成16年５月 中国における油脂加工食品の製造・販売を目的とした現地法人阿洒旭食品（常熟）有限公司を設

立。（平成18年３月、艾迪科食品（常熟）有限公司と社名変更。） 

平成16年11月 台湾における情報・電子化学品の製造・販売を目的とした当社100％出資子会社、現地法人台湾

艾迪科精密化学股份有限公司を設立。 

平成17年10月 食品部門を強化するために、食品製造・販売会社である上原食品工業㈱の全株式を取得し、子会

社化。 

平成18年５月 当社、旭電化工業株式会社は、平成18年５月１日付で「株式会社ＡＤＥＫＡ」へ社名変更すると

ともに、本社事務所を中央区日本橋より荒川区東尾久へ移転。また、当社の社名変更により、一

部の子会社も同日、社名変更。 

  



３【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社（当社、子会社34社及び関連会社19社（平成19年３月31日現在）により構成）において

は、化学品、食品及びその他の３部門に関係する事業を主として行っており、その製品はあらゆる種類にわたってい

ます。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は以下の通りです。 

 なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １ (1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の

区分と同一です。 

(1）化学品事業 

 当事業は、大きく３種類の製品に分類しています。 

情 報・

電子化学

品製品 

高純度半導体材料、電子基盤エッチングシステム及び薬剤、画像材料、特殊材料、光記録材料、

光硬化樹脂等を製造・販売しています。 

  ＜主な関係会社＞ 

  （製造）台湾艾迪科精密化学股份有限公司 

  （販売）ADEKAケミカルサプライ㈱、ADEKA EUROPE GmbH、ADEKA KOREA CORP.、

ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科（上海）貿易有限公司、ADEKA（ASIA）PTE.LTD.、

ADEKA USA CORP.  

機能化学

品製品 

可塑剤、安定剤、ポリオレフィン用添加剤、難燃剤、界面活性剤、潤滑油添加剤、金属加工油、

厨房用洗浄剤、蓄冷熱製品、エポキシ樹脂、ポリウレタン原料、水系エポキシ・ウレタン、水膨

張性ゴム弾性シール材等を製造・販売しています。 

  ＜主な関係会社＞ 

  （製造）AMFINE CHEMICAL CORP.、オキシラン化学㈱、ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP.、  

㈱コープクリーン、艾迪科精細化工（上海）有限公司、 

艾迪科精細化工（常熟）有限公司、ADEKA FINE CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD. 

  （販売）ADEKAケミカルサプライ㈱、ADEKAクリーンエイド㈱、長江化学股份有限公司、 

ADEKA EUROPE GmbH、ADEKA KOREA CORP.、ADEKA PALMAROLE SAS、 

艾迪科（上海）貿易有限公司、ADEKA（ASIA）PTE.LTD.、ADEKA USA CORP. 

  

汎用化学

品製品 

か性ソーダ、珪酸ソーダ、コロイダルシリカ、脂肪酸、グリセリン、金属石鹸、プロピレングリ

コール、過酸化水素及び誘導品等を製造・販売しています。 

  ＜主な関係会社＞ 

  （製造）鹿島ケミカル㈱、鹿島電解㈱、関東珪曹硝子㈱ 

  （販売）ADEKAケミカルサプライ㈱、ADEKA EUROPE GmbH、ADEKA KOREA CORP.、 

ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科（上海）貿易有限公司、ADEKA（ASIA）PTE.LTD.、 

ADEKA USA CORP. 



(2）食品事業 

(3）その他事業 

 当事業においては、設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫業、車輌等の

リース、不動産業、保険代理業、分析業務等を行っています。 

食品製品  当事業においては、マーガリン・ファットスプレッド、ショートニング、ラード、チョコレー

ト用油脂、食用油、食用硬化油、ホイップクリーム、各種フィリング、濃縮乳タイプクリーム、

冷凍パイ生地、マヨネーズ・ドレッシング、冷凍水産加工品、食品添加物製剤等を製造・販売し

ています。 

  ＜主な関係会社＞ 

  （製造）ADEKAファインフーズ㈱、ADEKA（SINGAPORE）PTE.LTD.、艾迪科食品（常熟）有限公

司、上原食品工業㈱ 

  （販売）ADEKA食品販売㈱、㈱ヨンゴー 

  ＜主な関係会社＞ 

  （設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス）ADEKA総合設備㈱ 

  （物流業、倉庫業）ADEKA物流㈱ 

  （不動産）ADEKAライフクリエイト㈱ 

  （分析業務）㈱東京環境測定センター 



 以上の結果、主な事業の系統図は以下の通りです。 



４【関係会社の状況】 

名    称 住  所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内
容 

議決権の所
有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社）      

97.94 
(6.62)

 

ADEKAケミカルサプライ㈱ 東京都文京区 104 化学品事業 
当社製品の販売 
役員兼任 ２名 

ADEKAクリーンエイド㈱ 東京都荒川区 140 化学品事業 100.00 
当社製品の販売 
役員兼任 －名 

ADEKAファインフーズ㈱ 鳥取県境港市 50 食品事業 100.00 
当社製品の製造 
役員兼任 －名 

ADEKA総合設備㈱ 東京都荒川区 130 その他事業 100.00 
当社の設備メンテナン
ス及び修繕補修 
役員兼任 １名 

AMFINE CHEMICAL CORP. 
米  国 
ニュージャージ
ー州 

万US$ 
750 

化学品事業 60.00 
当社製品の製造、販売 
役員兼任 －名 

ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD. シンガポール 
万S$ 
800 

食品事業 
90.00 
(90.00)

当社製品の製造 
役員兼任 －名 

オキシラン化学㈱ 東京都中央区 600 化学品事業 50.00 
当社製品の販売、商品
の購入 
役員兼任 １名 

ADEKA食品販売㈱ 東京都文京区 42 食品事業 100.00 
当社製品の販売 
役員兼任 －名 

ADEKA物流㈱ 東京都荒川区 50 その他事業 100.00 
当社製品の運搬、保管 
役員兼任 １名 

長江化学股份有限公司 台  湾 
百万NT$ 

30 
化学品事業 50.00 

当社製品の販売 
役員兼任 １名 

㈱ヨンゴー 愛知県名古屋市 18 食品事業 86.72 
当社製品の販売 
役員兼任 －名 

ADEKA KOREA CORP. 韓  国 
百万WON 

500 
化学品事業 100.00 

当社製品の販売 
役員兼任 ２名 

ADEKA FINE CHEMICAL 
      KOREA CORP. 

韓  国 
百万WON 

9,000 
化学品事業 93.33 

当社製品の製造、販売 
役員兼任 ２名 

ADEKA(ASIA)PTE.LTD. シンガポール 
万US$ 

80 
化学品事業 100.00 

当社製品の販売 
役員兼任 －名 

ADEKA EUROPE GmbH ドイツ 
万Eur 

50 
化学品事業 100.00 

当社製品の販売 
役員兼任 １名 

台湾艾迪科精密化学 
      股份有限公司 

台  湾 
百万NT$ 

200 
化学品事業 100.00 

当社製品の製造、販売 
役員兼任 １名 

ADEKA PALMAROLE SAS フランス 
万Eur 
100 

化学品事業 
90.00 
(90.00)

当社製品の販売 
役員兼任 １名 

艾迪科(上海)貿易有限公司 中  国 
万US$ 
100 

化学品事業 100.00 
当社製品の販売 
役員兼任 －名 

艾迪科精細化工(上海) 
        有限公司 

中  国 
万US$ 
800 

化学品事業 100.00 
当社製品の製造、販売 
役員兼任 －名 

艾迪科精細化工(常熟) 
        有限公司 

中  国 
万US$ 
800 

化学品事業 50.00 
当社製品の製造、販売 
役員兼任 １名 

ADEKAライフクリエイト㈱ 東京都荒川区 65 その他事業 
90.00 
(10.00)

当社のビル管理 
役員兼任 －名 

 



 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２．議決権の所有又は被所有割合欄の（内書）は間接所有です。 

３．有価証券報告書提出会社です。 

名    称 住  所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内
容 

議決権の所
有割合 

（％） 
関係内容 

（持分法適用関連会社）          

日本農薬㈱  （注）３ 東京都中央区 10,939 化学品事業 23.53 
出資による関係 
役員兼任 ２名 

鹿島ケミカル㈱ 茨城県神栖市 1,000 化学品事業 39.38 
当社製品の販売、商品
の購入 
役員兼任 １名 

㈱コープクリーン 埼玉県蕨市 80 化学品事業 45.00 
当社製品の販売 
役員兼任 １名 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員です。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、関係会社等への出向者75名は含まれていません。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

(3）労働組合の状況 

１．平成19年３月31日現在の連結グループ内の組合員数は1,201名です。 

２．組合は上部団体のＪＥＣ連合に加入しています。 

３．労働条件その他の諸問題については、労使協議会において相互の意思疎通を図り、円満な協調を保っていま

す。 

  平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

化 学 品 事 業   1,557 

食  品  事  業   548 

そ の 他 事 業   185 

全  社  共  通   124 

合     計   2,414 

  平成19年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,533 37.7 15.2 6,656,271 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善による設備投資の増加と、雇用・所得環境の改善によ

り、総じて緩やかな景気回復基調を持続しました。 

 このような経済情勢のなか、当連結グループは、高機能品・高付加価値品の積極的な拡販、新規製品の開発に鋭意

取り組んでまいりました。 

 しかしながら、原油、ナフサ、油脂原料価格高騰に対する製品販売価格の是正遅れやIT・デジタル家電関連製品の

販売競争激化や在庫調整などの影響を受けた結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ92億40百万円

（前連結会計年度比＋5.6％）増収の1,742億84百万円となり、営業利益は前連結会計年度に比べ６億60百万円（同△

3.8％）減益の166億24百万円、経常利益は前連結会計年度に比べ７億30百万円（同△4.2％）減益の166億60百万円、

当期純利益は前連結会計年度に比べ２億24百万円（同＋2.5％）増益の93億58百万円となりました。 

 以上の通り、売上高は前連結会計年度より伸長したものの、営業利益及び経常利益は、ともに下回りました。 

 しかしながら、当期純利益は、特別損失の減少により過去 高となりました。 

 ＜事業の種類別セグメントの概況＞ 

事業の種類別セグメントの概況は、以下の通りです。 

（化学品事業） 

①情報・電子化学品 

 世界的な半導体の需要拡大を受けて国内、輸出ともに誘電材料、エッチングガスなどの電子材料は大きく伸長しま

した。 

 また、電子機器部品等の製造に使用される光硬化材料等も伸長しました。 

 しかしながら、薄型大画面テレビの販売価格競争の激化によるフラットパネルディスプレイ用薬剤の予想以上の価

格下落、並びに生産調整などによる影響が大きく、前連結会計年度に比べ減収減益となりました。 

②機能化学品 

 原料価格高騰の影響を受けたものの光安定剤や造核剤などの高機能樹脂添加剤は、国内、輸出ともに好調に推移

し、海外においては、韓国の紫外線吸収剤などが伸長しました。 

 また、エポキシ樹脂や環境対応型の水系ウレタン、エンジン油添加剤も順調に売上を伸ばし、増収増益となりまし

た。 

③汎用化学品 

 苛性ソーダ、塩素化合物は好調な出荷を見せ、売上を伸ばしましたが、原料価格高騰に対する過酸化水素やプロピ

レングリコール類などの価格是正の遅れにより、増収減益となりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は、前連結会計年度に比べ66億８百万円（同＋5.7％）増収の1,221億２百万円とな

り、営業利益は前連結会計年度に比べ比５億88百万円（同△3.9％）減益の143億36百万円となりました。 

（食品事業） 

 製パン・製菓業界の需要が低迷する中、市場ニーズに対応した新製品の投入により販売数量は前年並みを確保しま

したが、国際的なバイオ燃料需要の急増、世界的な異常気象の多発から油脂原料価格は全面高となり、さらに需要業

界の競争激化による低価格品志向の影響を受け販売価格是正が遅れ、減益となりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は、前連結会計年度に比べ１億95百万円（同＋0.4％）増収の449億55百万円となり、

営業利益は前連結会計年度に比べ４億12百万円（同△22.3％）減益の14億41百万円となりました。 

（その他事業） 

 建設業界では、公共投資の減少基調が続き利益率が低下しいている中、談合問題が起こり企業倫理が問われた年で

ありました。一方、企業収益の改善により製造業における設備投資意欲は増加し、事務所、工場等の投資が増加傾向

となりましたが、受注環境は引き続きコスト競争で厳しいものとなりました。 

 このような環境の中でADEKAグループの設備投資、既存顧客からの安定した受注、引き続き好調な土壌浄化事業さ

らに新規顧客からの受注努力を重ねてきました。 

 物流業界では、中国や台湾、東南アジア諸国への日本企業の工場移転はさらに進み、国内産業の空洞化が叫ばれる

中、環境に配慮した輸送手段のグローバル化（多様化）にせまられるとともに、より一層のコスト削減努力とサービ

ス向上を求められ、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。 

 この結果、当事業の売上高は、前連結会計年度に比べ24億36百万円（同＋50.9％）増収の72億26百万円となり、営

業利益は前連結会計年度に比べ３億63百万円（同＋69.5％）増益の８億86百万円となりました。 



 ＜所在地別の概況＞ 

所在地別の概況は、以下の通りです。 

（日本） 

 情報・電子化学品、樹脂添加剤等の販売数量増加に伴い、売上高は伸長したものの、原料の高騰により営業利益は

減益に終わりました。 

 その結果、当所在地の売上高は、前連結会計年度に比べ32億70百万円（前連結会計年度比＋2.3％）増収の1,455億

17百万円、営業利益は前連結会計年度に比べ８億86百万円（同△5.6％）減益の150億74百万円となりました。 

（アジア） 

 アジア圏の海外子会社においては引き続き樹脂添加剤が好調であり、販売数量、売上高と大幅に伸長し、高付加価

値品が利益に貢献しました。 

 その結果、当所在地の売上高は、前連結会計年度に比べ42億21百万円（同＋30.6％）増収の179億96百万円、営業

利益は前連結会計年度に比べ３億40百万円（同＋37.2％）増益の12億58百万円となりました。  

（その他） 

 その他の海外子会社において、米国AMFINE CHEMICAL CORP.及び欧州ADEKA PALMAROLE SASの販売数量、売上高増加

により大幅に伸長しました。 

 その結果、当所在地の売上高は、前連結会計年度に比べ17億48百万円（同＋19.4％）増収の107億70百万円、営業

利益は前連結会計年度に比べ１億10百万円（同＋43.8％）増益の３億61百万円となりました。  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末の資金残高

に比べ39億68百万円増加し、180億20百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は124億18百万円となりました。 

 これは、税金等調整前当期純利益155億55百万円、減価償却費65億81百万円、仕入債務の増加29億58百万円等の増

加が、売上債権の増加36億18百万円、たな卸資産の増加27億34百万円、法人税等の支払額の60億80百万円等の資金の

減少を上回ったことが要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は103億76百万円となりました。 

 これは、有形固定資産の取得93億37百万円が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は13億３百万円となりました。 

 これは、配当金の支払による減少額23億67百万円に対し、短期借入金純増額が19億23百万円及び長期借入金の純増

額が17億69百万円となったことが主な要因であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りです。 

 （注）１．金額は、販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

(2）受注実績 

 当連結会計年度における受注実績は、「その他事業」の一部で行っていますが、金額は僅少です。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次の通りです。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

２．当連結グループには、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上である販売先はありません。 

３【対処すべき課題】 

（１）グループ戦略課題 

 当社グループは、新規技術の創造と得意技術の融合により環境の保全や人々の健康で豊かな生活に役立つ先駆

的な製品を持続的に開発・提供し、国際社会に貢献できる企業を目指しています。企業の社会的責任を果たしつ

つ中期経営計画（平成18年度～平成20年度)のテーマである「企業価値の 大化」実現のために、以下の施策に沿

って業績の継続的な向上に取り組んでいます。 

①事業の選択と集中 

 基幹事業である情報・電子化学品、樹脂添加剤（機能化学品）の重点強化と、収益・成長性が見込める分野へ

の注力、経営資源の重点投入により高収益・高成長の実現に向け取り組んでいきます。 

②技術力のさらなる強化 

 トップレベルの新規技術の創出を 大のテーマとして、基幹技術・基盤技術の融合により研究開発力を一層強

化していきます。研究開発部門との連携、海外生産拠点の活用も含めて生産技術の向上と、コスト競争力の強化

を図ってまいります。 

③海外事業の拡大 

 中国、東南アジアに新しく設立した子会社の早期戦力化を図るとともに、欧米、韓国、台湾拠点の強化を図っ

ていきます。 

 また、今後成長が見込まれる新興市場への進出（インド等）を図ります。 

④新規事業創出による成長基盤の構築 

 将来成長が期待される分野において、当社独自の技術基盤を確立するとともに、M&Aや他社との連携も視野に入

れ、事業領域の拡大を目指していきます。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

化 学 品 事 業 72,855 8.51 

食  品  事  業 33,411 1.48 

そ の 他 事 業 － － 

合      計 106,267 6.20 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

化 学 品 事 業 122,102 5.72 

食  品  事  業 44,955 0.44 

そ の 他 事 業 7,226 50.87 

合      計 174,284 5.60 



⑤人材育成・人材強化 

 グローバルな事業展開を行う上で必要となる、人材の確保、育成及び強化を行うとともに、従業員の能力向上

と自己実現を支援します。技術、技能の伝承を図るとともに、社外からの人材登用を進め、さらなる企業活動の

活性化を図ってまいります。 

⑥コーポレート・ガバナンスの強化、CSRへの取り組み 

 コーポレート・ガバナンスの強化により、経営の効率性を高め、株主にとっての企業価値の向上を図ってまい

ります。 

 また、ステークホルダーの利益を重視した健全な事業経営と社会貢献活動を行い、積極的に企業の社会的責任

を果たしていきます。 

（２）買収防衛策について 

 当社取締役会が、平成19年５月24日付にて、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針（会社法施行規則第127条柱書に定義されるものをいう。以下「基本方針」といいます）に照らして不適

切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値及び株主の皆様の

利益を確保し、向上させることを目的として導入した、下記内容の当社株式の大規模買付行為に関する対応方針

（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます）についてであります。 

  

１．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み）について 

 (1) 本プラン導入の目的について 

 当社は、基本方針に基づき、当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式（以下「支配株式」といいま

す）の取得を目指す者及びそのグループの者（以下「買収者等」といいます）に対して、場合によっては何ら

かの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却する

か否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する 終的な判断は、基本的には、

個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えています。 

 しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、上記のような当社固

有の事業特性や当社、当社子会社及び関連会社（以下「当社グループ」といいます）の歴史を十分に踏まえて

いただいた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必

要であると考えます。 

 そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響

を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、

株主の皆様が適切な判断を行われるために、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供

される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によって

は当社取締役会によるそれを受けた新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えます。 

 したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討して

いただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えています。 

 以上の見地から、当社は、基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者（以下

「大規模買付者」といいます）に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・検討のた

めの期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断さ

れること、当社取締役会が、独立委員会（下記(2)(e)に定義されます。以下同じとします）の勧告を受けて当

該大規模買付行為に対する賛否の意見、又は大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計

画等（以下「代替案」といいます）を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規

模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者（具体的には当社取締役会が

所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質

的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等をいい、以下「例

外事由該当者」といいます）によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組みの一つとして、本プランの導入が必要であるとの結論に達しました。 

 本プランの導入に際しましては、株主の皆様のご意思を確認することが望ましいことはいうまでもありませ

ん。そのため、当社といたしましては、本定時株主総会において、本プラン導入に関する承認議案を付議する

ことを通じて、株主の皆様のご意思を確認させていただきます。もっとも、企業買収を巡る近時の状況に鑑み

ると、本定時株主総会において株主の皆様のご意思を確認させていただくまでの間にも、上記のような不適切

な大規模買付行為により当社の企業価値、又は株主の皆様共同の利益が害される危険は否定できず、これを防

止するためには、現段階で一定の措置を講じておく必要があります。 

 以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会において本プランの導入に関する承認議案を付議する



ことを通じて株主の皆様のご意思を確認させていただき、株主の皆様のご賛同が得られなかった場合には、そ

の時点で本プランは廃止されるという条件の下で、５月24日付で本プランの導入を決定しました。 

 なお、現時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はございません。

  

 (2) 本プランの内容について 

 本プランに関する手続の流れの概要をまとめたフローチャートは「23頁 本プランの手続きの流れ」の通

りですが、本プランの具体的内容は以下の通りです。 

 (a) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義 

 次の①ないし③のいずれかに該当する行為（ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除きます）若

しくはその可能性のある行為（以下「大規模買付行為」と総称します）がなされ、又はなされようとする場

合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 

 ① 当社が発行者である株券等（注１）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注２）が20％以上と

なる当該株券等の買付けその他の取得（注３）  

 ② 当社が発行者である株券等（注４）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注５）とその特別関

係者（注６）の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注７） 

 ③ 上記①、又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主

（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該特定の

株主の共同保有者（注８）に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株

主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注

９）を樹立する行為（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主

の株券等保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります） 

（注１）証券取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。 

（注２）証券取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、かか

る株券等保有割合の計算上、(i)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の

特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他

の金融機関並びに大規模買付者の公開買付代理人及び主幹事証券会社（以下「契約金融機関等」と

いいます）は、当社の特定の株主の共同保有者とみなします。 

また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情

報を参照することができるものとします。 

（注３）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び証券取引法施行令第14条の６に規

定される各取引を行うことを含みます。 

（注４）証券取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとします。 

（注５）証券取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。 

なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を

参照することができるものとします。 

（注６）証券取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。 

ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。 

なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなします。以下

別段の定めがない限り同じとします。 

（注７）買付けその他の有償の譲受け及び証券取引法施行令第６条第２項に規定される有償の譲受けに類す

るものを含みます。 

（注８）証券取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。 

（注９）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が

共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関

係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買

付者及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に

行うものとします。 

なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲において、

当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 

  



 (b) 意向表明書の提出 

 大規模買付者には、大規模買付行為の開始、又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プラン

に定める手続（以下「大規模買付ルール」といいます）を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨

の大規模買付者代表者による署名、又は記名押印のなされた書面及び当該署名、又は押印を行った代表者の

資格証明書（以下これらを併せて「意向表明書」といいます）を当社代表取締役会長宛に提出していただき

ます。当社取締役会は、かかる意向表明書を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に提出いたします。 

 意向表明書には、大規模買付ルールを遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名、又は名称、住所、

又は本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図する大規模買

付行為の概要等も明示していただきます。 

 なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。 

 当社は、大規模買付者から意向表明書が提出された場合、当社取締役会、又は独立委員会が適切と認める

事項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

  

 (c) 大規模買付者に対する情報提供要求 

 大規模買付者には、当社取締役会が意向表明書を受領した日から５営業日以内に、当社取締役会に対し

て、次の①から⑪までに掲げる情報（以下「大規模買付情報」と総称します）を提供していただきます。当

社取締役会は、大規模買付情報を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に対して提供します。 

 なお、当社取締役会が、大規模買付者から当初提供を受けた情報だけでは、当該大規模買付行為に応じる

べきか否かを株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会及び独立委員会が当該大規模買付行為に対

する賛否の意見を形成して（以下「意見形成」といいます）、又は当社取締役会が代替案を立案して（以下

「代替案立案」といいます）株主の皆様に対して適切に提示することが困難であると判断した場合には、合

理的な期間の提出期限を定めた上で、当該定められた具体的期間及び合理的な期間を必要とする理由を株主

の皆様に対して開示することにより、株主の皆様による適切な判断並びに当社取締役会及び独立委員会によ

る意見形成及び取締役会による代替案立案のために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求

することができるものとします。 

 ただし、この場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を 大限尊重するものとします。 

 また、当社取締役会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、その旨を適用ある

法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、

大規模買付情報の受領後の適切な時期に、大規模買付情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを

株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情報を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って原

則として適時適切に開示します。 

 ただし、当社取締役会は、かかる判断及び決定にあたって、独立委員会の意見を 大限尊重するものとし

ます。 

 なお、大規模買付ルールに基づく大規模買付情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は日

本語に限ります。 

 ① 大規模買付者及びそのグループ（主要な株主、又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、大規模

買付者がファンド、又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者（直接・間接を問いま

せん）その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。

以下同じとします）の概要（具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並びに役員の氏名及び略歴・過

去における法令違反行為の有無等を含みます） 

 ② 大規模買付者及びそのグループの内部統制システムの具体的内容及び当該システムの実効性の有無ない

し状況 

 ③ 大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の種類及び価額、大規模買付行為の時

期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及び関連する取引の実現可

能性、大規模買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を

含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提

出して頂きます） 

 ④ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提案行為等（証券取引法

第27条の26第１項に定義される重要提案行為等をいいます）を行うことに関する意思連絡を含みます。以

下同じとします）の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容 

 ⑤ 大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠及びその算定経緯（算定の前提となる事実・仮定、算

定方法、算定機関と当該算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連

の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます） 



 ⑥ 大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者（直接・間接を問い

ません）を含みます）の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約

事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます） 

 ⑦ 大規模買付行為の完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計

画、投資計画、資本政策及び配当政策等（大規模買付行為完了後における当社資産の売却、担保提供その

他の処分に関する計画を含みます）、その他大規模買付行為完了後における当社及び当社グループの役

員、従業員、取引先、顧客、その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針 

 ⑧ 大規模買付行為に関し適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府、又は

第三者から取得すべき独占禁止法その他の法令等に基づく承認、又は許認可などの取得の蓋然性（なお、

これらの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます） 

 ⑨ 大規模買付行為完了後における当社グループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性及び国

内外の各種法令等の規制遵守の可能性 

 ⑩ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問いません）及

びこれらに対する対処方針 

 ⑪ その他当社取締役会、又は独立委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適式な意向表明書を当社取

締役会が受領した日から原則として５営業日以内に書面により大規模買付者に対して要求した情報 

  

 (d) 取締役会評価期間の設定等 

 当社取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じた下記①、又は②の期間（いずれ

も大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会が判断した旨を当社が開示した日から起算され、初日不

算入とします）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のた

めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます）として設定します。 

 大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきも

のとします。 

 なお、かかる取締役会評価期間は、当社の事業内容の評価、検討の困難さや、意見形成、代替案立案等の

難易度などを勘案して設定されたものです。 

 ① 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合：60日間 

 ② ①を除く大規模買付行為が行われる場合：90日間 

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報に基づ

き、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に

関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。当社取締役会

が評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたっては、必要に応じて、当

社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計

士等）の助言を得るものとします。かかる費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当

社が負担するものとします。 

 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(f) 記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、

当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動、又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得

ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を

大30日間（初日不算入）延長することができるものとします（なお、さらなる期間の延長を行う場合に

おいても同様とします）。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体

的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に

開示します。 

  

 (e) 独立委員会の設置 

 当社は、本プランの導入にあたり、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役及び社外監査役（それらの補欠者を含みます）並びに

社外有識者の中の３名以上から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます）を設置します。 

 独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場にある専門家（フ

ィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ること等ができるものとします。 

 なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が

負担するものとします。 

 本プランの導入当初における独立委員会の各委員の氏名及び略歴は「25頁 独立委員会の氏名及び経歴」

の通りです。 

 独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。 



 ただし、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半

数をもってこれを行います。 

  

 (f) 独立委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議 

  ア 独立委員会の勧告 

 独立委員会は、取締役会評価期間内に、次の①から③に定めるところに従い、当社取締役会に対して大規

模買付行為に関する勧告を行うものとします。 

 ① 大規模買付ルールが遵守されなかった場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正

を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない場合には、独立

委員会は、当社の企業価値、又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないこと

が必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対

して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。かかる勧告がなされた場合、当社は、独立委

員会の意見及びその意見の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従っ

て適時適切に開示します。 

 なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大規模買付行為が

撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、対抗措置の発動

の中止その他の勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合

も、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証

券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

 ② 大規模買付ルールが遵守された場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、当社取締役会に対して、

大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。 

 ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立委員会は、当該大規模買付者が次の

（ア）から（コ）までのいずれかの事情を有していると認められる者である場合には、当社取締役会に対し

て、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。 

(ア) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き

取らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー）ないし当社株券等の取

得目的が主として短期の利鞘の獲得にある場合 

(イ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業経営上

必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者、又はそのグルー

プ会社等に移譲させることにある場合 

(ウ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者、又はそのグループ会社等の債務の担

保や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を行っている場合 

(エ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面

関係していない不動産、有価証券などの高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高

配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点に

ある場合 

(オ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額及びその算定根拠、内容、時

期、方法、違法性の有無、実現可能性を含みますがこれらに限りません）が、当社の企業価値に照らして

不十分、又は不適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合 

(カ) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、二段階買付け（第一段階の買付けで当社株券等の全て

を買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、又は上場廃止等による

将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆様に

対して買い付けに応じることを事実上強要するもの）などに代表される、構造上株主の皆様の判断の機

会、又は自由を制約するような強圧的な方法による買収である場合 

(キ) 大規模買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員その他の当社の利害関係

者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想されたり、当社の企業価値の確保及び向上を著しく妨

げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合、又は大規模買付者が支配権を獲得する場合の

当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しな

い場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

(ク) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる等、当社の企業価

値を著しく毀損するものである場合 



(ケ) 大規模買付者の経営陣、又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力、又はテロ関連組織と関係を有す

る者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合

理的な根拠をもって判断される場合 

(コ) その他(ア)ないし(ケ)に準ずる場合で、当社の企業価値、又は株主の皆様共同の利益を著しく損なうと

判断される場合 

 なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。

 ③ 独立委員会によるその他の勧告等 

 独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、必要な内容の勧告や一定の法令等で許容されている

場合における対抗措置の廃止の決定等を行うことができるものとします。 

 なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。 

  イ 当社取締役会による決議 

 当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、別途定める「大規模買付行為に関するガイ

ドライン」（以下「本ガイドライン」といいます。）に定める一定の要件に該当すると判断する場合、対

抗措置の発動、不発動、又は中止その他必要な決議を行うものとします。 

 なお、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役

会は、かかる独立委員会の勧告を 大限尊重し、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反

するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置発動の決議を行い、又は不発動の決議を行

わず、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく当社株主総会を招集することができるものとし

ます。かかる決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由その他適切と認められ

る情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

  ウ 当社株主総会の招集 

 当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会

を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株主総会を招集します。この場合

には、大規模買付行為は、株主総会における対抗措置の発動承認議案の否決及び当該株主総会の終結後に

行われるべきものといたします。当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決さ

れた場合には、当該大規模買付行為に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。 

 なお、当該株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不

発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断するに至

った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合

も、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等及

び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

 (g) 大規模買付情報の変更 

 上記(c)の規定に従い、当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、当社取締役会が

大規模買付者によって当該大規模買付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合には、その旨及びそ

の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示するこ

とにより、従前の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為（以下「変更前大規模買付行為」といいま

す。）について進めてきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模

買付行為を変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為として取り扱い、本プランに基づく手続が改め

て適用されるものとします。 

 ただし、当社取締役会は、かかる判断にあたって、独立委員会の意見を 大限尊重するものとします。 

 (h) 対抗措置の具体的内容 

 当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第277条以下に

規定される新株予約権の無償割当てによるものとします（以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約

権」といいます）。 

 ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断

された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。 

 大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要は、「26頁 新株予

約権の無償割当てをする場合の概要」に記載の通りですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合に

は、(i)例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件や、(ii)新株予約権者が例外事由該当者

にあたるか否かにより異なる対価で当社がその本新株予約権を取得できる旨を定めた取得条項（例外事由該

当者以外の新株予約権者が保有する本新株予約権については、これを当社がその普通株式と引換えに取得す

る一方、例外事由該当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、当社が適当と認める



場合には、これを現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は本新株予約権に代わる新

たな新株予約権（場合によりその一部を当社普通株式をもって代えることもできます）と引換えに取得する

ことができる旨を定めた条項）、又は(iii)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事

由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項な

ど、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けるこ

とがあります。 

２．本プランの導入、有効期間並びに継続、廃止及び変更等について 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとします。 

 ただし、かかる有効期間の満了前であっても、①本定時株主総会において本プランの導入に関する承認議案

が承認されなかった場合、②当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は③

当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものと

します。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可能です。 

 本プランについては、本定時株主総会後に行われる当社定時株主総会の終結後 初に開催される当社取締役

会において、その継続、廃止、又は変更の是非につき検討を行い、必要な場合には所要の決議を行います。 

 また、当社取締役会は、企業価値、又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、本プランに違反し

ない範囲、又は法令等及び証券取引所規則の改正若しくはこれらの解釈・運用の変更、若しくは税制、裁判例

等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立委員会の承認を得た上で、上記当社定時株主総会の終

結後 初に開催される当社取締役会以外の時機においても、必要に応じて本プランを見直し、又は変更する場

合があります。 

 本プランの廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会、又は独立委員会が適切と認める事

項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。 

 なお、現時点において、当社株券等について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はございませ

ん。 

３．株主及び投資家の皆様への影響について 

(1) 本プラン導入時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 

 本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従って、本プランがその導入時に

株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

 当社取締役会は、本プランに基づき、企業価値、又は株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的として大規

模買付行為に対する対抗措置を執ることがあるものの、現在想定されている対抗措置の仕組み上、本新株予約

権の無償割当て時においては、保有する当社株式一株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式

全体の価値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の法的権利及び経済的利益に対して直接的具

体的な影響を与えることは想定していません。 

 ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利、又は経済的利

益に何らかの影響が生じる可能性があります。 

 また、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、本新株予約権の無償割当てを

受けるべき株主の皆様が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は無償割当て

がなされた本新株予約権を無償取得する場合には、結果として当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じませ

んので、当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして当社株式の売買を行った投資家の皆様

は、株価の変動等により相応の損害を被る可能性があります。 

 なお、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、本新株予約権の割当てを受けるためには、別途当社取締

役会が決定し公告する本新株予約権の割当基準日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 

 また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及び取得の手続について株主の皆様に関わる手続は、次の

通りです。 

 ① 名義書換の手続 

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合、当社は、本新株予約権の割

当てのための基準日を定め、法令及び当社定款に従い、これを公告します。基準日における 終の株主名簿、

又は実質株主名簿に記載、又は記録された株主の皆様に対し、その所有株式数に応じて本新株予約権が割り当

てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された基準日までに名義書換の手続を行っていただく必

要があります（証券保管振替機構への預託を行っている株券につきましては、名義書換の手続は不要です）。

 なお、株主割当ての方法により本新株予約権の発行が行われる場合には、別途当社取締役会決議で定める募



集新株予約権の引受けの申込みの期日までに、申込書を申込取扱場所に提出することにより、募集新株予約権

の引受けの申込みをすることが必要となります（当該申込みの期日までに申込みがなされない場合には、当該

株主は、本新株予約権の割当てを受ける権利を失い、本新株予約権を引き受けることができなくなります）。

 これに対して、本新株予約権の無償割当てが行われる場合には、上記のような申込みの手続は不要となり、

基準日における 終の株主名簿に記載、又は記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生

日に、当然に新株予約権者となります。 

 ② 新株予約権の行使、又は取得の手続 

 当社は、基準日における 終の株主名簿、又は実質株主名簿に記載、又は記録された株主の皆様に対し、本

新株予約権の行使請求書（当社所定の書式によるものとし、株主ご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓

約する文言を含むことがあります）、その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付します。 

 株主の皆様におかれましては、当社取締役会が別途定める本新株予約権の行使期間内にこれらの必要書類を

提出した上、本新株予約権１個当たり１円以上（取締役会で別途定める金額）を払込取扱場所に払い込むこと

により、１個の本新株予約権につき１株の当社普通株式が発行されることになります。 

 ただし、例外事由該当者は、当該新株予約権を行使できない場合があります。 

 他方、当社が本新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社

による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになります（なお、この場合、株

主の皆様には、別途、本人確認のための書類のほか、ご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かか

る誓約に虚偽が存した場合には、交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を記載した書面をご提出

いただくことがあります）。 

 ただし、例外事由該当者については、前述した通り、その有する本新株予約権が取得の対象とならないこと

や、その有する本新株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主の皆様と異なることがあり

ます。 

 これらの手続の詳細につきましては、実際にこれらの手続が必要となった際に、適用ある法令等及び証券取

引所規則に従って適時適切な開示を行いますので、当該内容をご確認下さい。 



本プランの手続の流れ 

〔大規模買付ルール〕 

※１： 当社取締役会は、当初提供を受けた情報だけでは当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に

判断することや、当社取締役会及び独立委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成し（以下「意見形

成」といいます）、又は取締役会が代替案を立案し（以下「代替案立案」といいます）株主の皆様に対して適切に

提示することが困難であると判断した場合には、合理的な期間の提出期限を定めた上で、当該定められた具体的期

間及び合理的な期間を必要とする理由を株主の皆様に対して開示することにより、株主の皆様による適切な判断並

びに当社取締役会及び独立委員会による意見形成及び取締役会による代替案立案のために必要な追加情報の提供を

随時大規模買付者に対して要求することができるものとします。 

 ただし、この場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を 大限尊重するものとします。 

※２： 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間（初日不算入）、

その他の大規模買付行為の場合には90日間（初日不算入）。 

 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に一定の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取締役会が取

締役会評価期間内に対抗措置の発動、又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社

取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を 大30日間（初日不算入）延長する

ことができるものとします（なお、さらなる期間の延長を行う場合においても同様とします）。 

※： 独立委員会は当社取締役会に対し必要に応じて勧告を行います。 

※： 当社取締役会は、必要に応じ、当社取締役会として株主の皆様へ大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等

に代替する事業計画等の提示を行い、 

 また、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行います。 

※： 当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会を開催す

べきものと判断した場合には、当社取締役会は当社株主総会を招集します。 



〔対抗措置発動に関する概要〕 



独立委員会委員の氏名及び略歴 

〔氏名〕矢野 弘典 （中日本高速道路㈱ 代表取締役会長） 

〔略歴〕 

 昭和38年４月  ㈱東芝入社 

 平成９年６月  ㈱東芝欧州総代表 兼 東芝ヨーロッパ社 社長 

 平成11年１月  日本経営者団体連盟理事 

 平成12年５月  同常務理事 

 平成14年５月  社団法人日本経済団体連合会 専務理事 

 平成18年６月  中日本高速道路㈱社 代表取締役会長（現） 

〔氏名〕永井 和之 （中央大学 総長・学長） 

〔略歴〕 

 昭和56年４月  中央大学 法学部教授（会社法） 

 平成11年11月  中央大学 法学部長 

 平成17年11月  中央大学 学長（現） 

 平成17年12月  中央大学 総長（現） 

〔氏名〕奥山 章雄 （公認会計士・早稲田大学大学院会計研究科客員教授） 

〔略歴〕 

 昭和43年12月   監査法人中央会計事務所入所 

 昭和58年３月   同監査法人（現みすず監査法人）代表社員 

 平成13年７月  日本公認会計士協会 会長 

 平成15年５月  ㈱産業再生機構取締役、産業再生委員会委員 

 平成17年５月  同監査法人（現みすず監査法人）理事長 

 平成18年４月  早稲田大学大学院会計研究科客員教授（現） 

〔氏名〕松本 啓二 （当社 社外取締役 弁護士） 

〔略歴〕 

 第４ 提出会社の状況 ５ 役員の状況をご参照願います。 

〔氏名〕今井 健夫 （当社 社外監査役 弁護士） 

〔略歴〕 

 第４ 提出会社の状況 ５ 役員の状況をご参照願います。 



新株予約権の無償割当てをする場合の概要 

１．割当対象株主 

 取締役会で別途定める基準日における 終の株主名簿、又は実質株主名簿に記載、又は記録された株主に対し、

その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く）１株につき１個の割合で新株予約権の無償割当てをす

る。 

２．新株予約権の目的である株式の数 

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普通株式は１

株とする。 

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 取締役会において別途定める。 

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通

株式１株当たりの価額は金１円以上（取締役会において別途定める金額）とする。 

５．新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。 

６．新株予約権の行使条件 

 新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする（なお、取締役会が所定の手続に従って定める

一定の大規模買付者、その共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、又はこれらの者と共同

ないし協調して行動する者として取締役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」という）による権利行使は認め

られないとの行使条件を付すこともあり得る）。 

７．当社による新株予約権の取得 

(1) 当社は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反をした日その他の一定の事由が生じること、又は取締役会

が別に定める日が到来することのいずれかを条件として、取締役会の決議に従い、新株予約権の全部、又は例

外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項を

取締役会において付すことがあり得る。 

(2) 前項の取得条項を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権を取得するとき

は、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権１個につきあらかじめ定める数の当社普通株

式（以下「交付株式」という）を交付し、例外事由該当者に当たる新株予約権者が所有する新株予約権を取得

するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権１個につき交付株式の当該取得時に

おける時価に相当する価値の現金、債券、社債もしくは新株予約権付社債その他の財産、又は当該新株予約権

に代わる新たな新株予約権（これらの全部、又は一部を当社普通株式に代えることもあり得る）を交付する旨

の定めを設ける場合がある。 

８．新株予約権の無償取得事由（対抗措置の廃止事由） 

 以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。 

(a) 株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得られた場合 

(b) 独立委員会の全員一致による決定があった場合 

(c) その他取締役会が別途定める場合 

９．新株予約権の処分に関する協力 

 新株予約権の割当てを受けた例外事由該当者が当社の企業価値、又は株主共同の利益に対する脅威ではなくなっ

たと合理的に認められる場合には、当社は、独立委員会への諮問を経て、当該例外事由該当者の所有に係る新株予

約権、又は新株予約権の取得対価として当該例外事由該当者に対し交付された新株予約権の処分について、買取時

点における公正な価格（投機対象となることによって高騰した市場価格を排除して算定するものとする）で第三者

が譲り受けることを斡旋するなど、合理的な範囲内で協力するものとする。 

 ただし、当社はこのことに関し何らの義務を負うものではない。 

10．新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間その他必要な事項については、取締役会において別途定めるものとする。 



４【事業等のリスク】 

１．経済状況等 

 当連結グループは、国内のみならず、海外に多数の生産・販売拠点を有しており、当連結グループが製品を販売す

る国、又は地域の経済状況などの影響を受けます。 

 また、当社の提供している製品の多くが、幅広い業界で産業用中間素材として使用される製品であることから、当

社の関連需要業界における景気や市場動向、公的規制等により、直接的、間接的な影響を受けます。 

２．原材料の価格変動について 

 当連結グループの事業で用いる主要原材料である油脂原料及び石油化学原料の購入価格は、国内・国外の市況・為

替相場の変動の影響を受けます。 

 業績に及ぼす影響は、販売価格への転嫁、為替リスクヘッジ等により極力回避していますが、予期せぬ異常な変動

が生じた場合には販売価格への転嫁の時間的ギャップ等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

①石油化学原料価格に大きく影響を与えるものは、原油価格、ナフサ価格及び天然ガス価格です。従って、原油とナ

フサの価格動向が当連結グループの化学品原料の価格に大きく影響を与える要因です。 

②食品原料価格に大きく影響を与えるものは、世界２大油脂である大豆油、パーム油の国際相場の動向です。主な相

場変動要因は、天候、中国等の構造的要因による油脂需要の急激な増大、穀物商品相場への投機資金の大量流出等が

挙げられます。 

 また、乳製品や卵等の食品原料は、疫病の発生等、自然界の影響を常に受ける可能性があり、その都度、相場価格

に敏感に反映します。 

３．為替の変動について 

 当連結グループの事業には、全世界における製品の生産と販売が含まれています。各地域における売上、費用、資

産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されています。換算時の為替レートにより、こ

れらの項目は元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性がありま

す。 

４．新製品開発 

 当連結グループは、新製品開発力強化に注力しており、樹脂添加剤を中心に各事業で所有する特許権数等からみて

も技術優位な状況にあると判断しています。当連結グループが成長事業として位置づけている情報・電子化学品事業

は、高機能半導体、デジタル関連製品等に用いられる革新的な新材料の占める割合が多くなっています。 

 当連結グループは継続して当社独自の技術優位な新製品を開発し、提供できると考えていますが、関連需要業界

は、技術的進歩、変化が著しく、それに伴うメーカー間の技術規格競争が激しくなっています。従って次のようなリ

スクが予想されます。  

①ユーザーとの共同研究開発により新製品開発を進めるケースが増えており、共同研究開発のパートナーである当社

ユーザーの 終製品の技術規格が業界で優位もしくは標準規格となれば、当社製品の売上げも増大しますが、逆の場

合には、当社製品の需要が実現しない可能性もあります。 

②技術の急速な進歩により、当社製品・技術の一部が陳腐化する可能性があり、また、技術の急速な普及とそれに伴

う価格低減競争の激化により、製品価格が下落する可能性があります。 

上記のリスクをはじめとして、当連結グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発でき

ない場合には、将来の成長と収益性に影響を与える恐れがあります。 

５．製品の欠陥 

 当連結グループは製品の品質規格と安全審査基準を定め、新製品を開発する場合、厳しくチェックしています。 

また、MSDSを作成し、安全な使用と取り扱いの情報を提供しています。加えて、工場はISO9001、HACCP等の品質管理

システムによって製造を行います。 

 しかし、全ての製品について欠陥がなく、将来にリコールが発生しないという保証はありません。 

 また、製造物責任賠償については保険に加入していますが、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーで

きるという保証はありません。 



６．事故等のトラブル 

 当連結グループでは安全と安心を提供すべく、安定操業を目指し、４つの安全（労働安全、設備安全、環境安全、

品質安全）に関する国際標準に基づく管理システムにて運営しています。（特に労働安全に関しては、当社国内全工

場で労働安全衛生マネジメント規格「OHSAS18001」の認証を取得しています。） 

 しかしながら、以下のトラブルによる工場停止、又は稼働率低下による供給不足及び製品品質異常が発生する可能

性があります。 

①無差別テロによる食品では毒物混入、化学品では危険物漏洩 

②天災による工場破損 

③ミスによる事故災害 

④コンビナート関連企業、公共機関の事故災害による影響 

⑤単一工場での工場トラブルによる生産品停止 

⑥OEM依頼工場トラブルによる製品停止等 

 リスク回避として、パトロール、入出管理の強化、設備強度点検と補強、海外拠点、OEMを含めた併産工場の確保

及びOEM先への監督指導の強化に努めています。 

７．システムトラブル 

 災害等により情報システム部に設置しているホストコンピュータが稼動できなくなった場合に備え、群馬県館林市

の富士通システムセンター内に設置のコンピュータを使用してのバックアップシステムの契約のほか、バックアップ

用回線等の準備を行っていますが、予期せぬ災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当連結グループの

業務に支障を来たす恐れがあります。 

８．公的規制 

 事業を取り巻く様々な政府規制、法規制に対し、コンプライアンス推進委員会の活動を通じて、コンプライアンス

強化に努めています。規制に関する重大な変更がなされた場合には、当連結グループの活動が制限され、或いはコス

トが増加し、当連結グループの業績に影響を与える恐れがあります。 

 

  

 なお、「事業等のリスク」に記載した内容は、当連結会計年度末において、判断したものです。 



５【経営上の重要な契約等】 

技術供与（国外） 

会社名 契約締結先 契約年月日 内容 技術料 契約期間 

当社 

Airproducts  
(Chemicals)plc 
（アメリカ） 

昭和63年 
９月６日 

エポキシ樹脂、硬化剤
の技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

昭和63年９月６日か
ら10年間 
（平成21年２月まで
延長） 

国都化学工業㈱ 
（韓国） 

平成12年 
３月３日 

ポリウレタン原料製
造・販売技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

平成12年３月３日か
ら10年間 

Chemserve Polymer 
Science 
（南アフリカ） 

平成12年 
９月30日 

塩ビ安定剤の製造・販
売技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

平成12年９月30日か
ら15年間 

長春人造樹脂 
廠股份有限公司 
（台湾） 

平成12年 
11月１日 

縮合型リン系難燃剤の
製造・販売技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

平成12年11月１日か
ら10年間 

ADEKA KOREA CORP. 
（韓国） 

平成14年 
６月12日 

AFES薬剤の製造・販売
追加技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

平成14年６月12日か
ら10年間 

AMFINE CHEMICAL CORP. 
（アメリカ） 

平成14年 
７月31日 

樹脂添加剤の製造・販
売追加技術供与 

頭金及び販売金額に
対し一定率のロイヤ
リティー（収入） 

販売開始日から10年
間 

ADEKA PALMAROLE SAS 
（フランス） 

平成14年 
11月１日 

樹脂添加剤粉砕の製
造・販売技術供与 

販売金額に対し一定
率のロイヤリティー
（収入） 

平成14年11月１日か
ら10年間 

艾迪科精細化工 
（上海）有限公司 
（中国） 

平成15年 
６月１日 

精密化学品の製造・販
売技術供与 

頭金・販売金額に対
し一定率のロイヤリ
ティー（収入） 

平成15年６月１日か
ら10年間 

ADEKA FINE CHEMICAL 
KOREA CORP. 
（韓国） 

平成15年 
10月１日 

樹脂添加剤の製造・販
売追加技術供与 

販売金額に対し一定
率のロイヤリティー
（収入） 

平成15年10月１日か
ら10年間 

艾迪科精細化工 
（常熟）有限公司 
（中国） 

平成16年 
４月30日 

難燃剤の製造・販売技
術供与 

頭金・販売金額に対
し一定率のロイヤリ
ティー（収入） 

販売開始日から10年
間 

ADEKA FINE CHEMICAL 
(THAILAND)CO.,LTD. 
（タイ） 

平成16年 
６月15日 

安定剤の製造・販売技
術供与 

頭金・販売金額に対
し一定率のロイヤリ
ティー（収入） 

販売開始日から10年
間 

台湾艾迪科精密化学股
份有限公司 
（台湾） 

平成16年 
12月１日 

情報化学品の製造・販
売技術供与 

頭金・販売金額に対
し一定率のロイヤリ
ティー（収入） 

販売開始日から10年
間 

ADEKA FINE CHEMICAL 
KOREA CORP. 
（韓国） 

平成17年 
１月11日 

安定剤の製造・販売技
術供与 

販売金額に対し一定
率のロイヤリティー
（収入） 

平成17年１月11日か
ら10年間 



６【研究開発活動】 

 当社の研究開発体制は、現事業に密着した開発研究所（樹脂添加剤開発研究所、機能性樹脂開発研究所、油剤開発

研究所、情報化学品開発研究所、電子材料開発研究所及び食品開発研究所）と将来の柱とすべき事業の探索部門であ

る先端材料開発研究所及びこれらを支援する研究企画部により構成されています。 

 また、連結子会社であるADEKAクリーンエイド㈱、ADEKAケミカルサプライ㈱、ADEKA総合設備㈱及び

ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP.では、独自の研究開発を行っています。             

  なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、70億14百万円です。               

 (1)化学品事業                                                               

 市場変化への迅速・適切な対応と長期的視点に基づく戦略的研究開発のバランスを取りながら、オリジナリティー

を主張できる製品の開発に注力しています。新規事業創生に向けて基礎研究所を組織改定し、先端材料開発研究所と

して新設しました。 

 化学品部門の主な研究成果は以下の通りです。 

 情報化学品分野では、FPDが普及期に入り、競争が厳しくなり、液晶TV関連材料ではこの価格低下の影響を受けて

います。LCD用光学フィルム材料の開発が進展しました。 

 PDP前面パネルは各社の粘着剤に適したCCS粘着処方の開発に注力しています。DVD二層式用色素の採用が始まり、

BD、HD-DVD用色素の開発も進展しました。半導体用光酸発生剤、レジスト材料は好調です。 

 電子材料分野では、高誘電体材料のTMA（アルミ錯体）、TEMAH（ハフニウム錯体）、TEMAZ（ジルコニウム錯体）

の採用が大幅に増加しました。 

 希土類等、新しい材料のユーザー評価も進展しました。層間絶縁膜Low-k材料（TMCAT）については実需化できまし

た。 

 次世代COF等の超精密エッチング用途にAFESスーパーシステムを開発し、数社で量産試作ラインの評価にまで進展

しました。引き続き注力し、大きく市場シェア獲得を目指します。Alエッチング剤はICカード用が伸長しました。 

 油剤分野では、水分散型光安定剤を、塗料用途に実需化しました。今後、さらに市場開発を進めます。また、量産

化に向けた設備化検討を開始しました。 

 環境対応反応性乳化剤は、市場開発が国内外で加速、今後も海外市場開発に注力していきます。 

 化粧品用防腐剤は、欧州で大幅増となりました。サクラルーブの海外展開は、中国で実需化を達成しました。ま

た、透析装置用洗浄剤を実需化しました。 

 樹脂添加剤分野は、国内がほぼ成熟も、海外、特にアジア地区における安定剤、透明化剤の伸長が目覚しく今後も

海外展開に注力していきます。 

 また、新規NOR型HALSの市場開拓が農ビ用ポリオレフィン中心に本格化しました。新規トリアジン系UVAはスケール

アップ検討が進展しました。 

 リン酸エステル系難燃剤が好調を持続、PP用難燃剤は、富士工場に生産設備を設置し、コストダウンのための原料

の自製化検討も進展しました。 

 電線脱Pb安定剤は、中国、韓国でシェアを拡大しており、硬質脱Pb安定剤は、窓枠、継手用途に欧州、韓国での採

用に向けて注力中であります。 

 機能性樹脂分野は、鋼鈑表面処理用水系ウレタン樹脂が、昨年同様好調です。塗料用に水系コアシェル型アクリル

新規樹脂を開発しました。 

 自動車用接着剤は、北米、中国、ブラジル市場に拡大しました。マイクロカプセル型硬化剤の開発が進展し、貯蔵

安定性を大幅に向上させました。アンダーフィル材は車載用、サーバー用でユーザー評価が進展しました。 

 先端材料分野では、弊社次世代パワー半導体絶縁材料（関電共同研究）を使用した、世界初の100KVA級SiCインバ

ーターを国際学会で発表し、実用化に向けて長期信頼性試験を継続しています。 

 「ナノハイブリッドシリコーン」は、LED用、半導体用に用途拡大を目指し、ユーザーワークを開始しました。 

 発酵βグルカンは、粉末品が実需化し新規開発の液状品は、健康食品、化粧品用途への市場開発を開始し、大麦β

グルカンは、実需化を開始しました。また、ヒト試験を実施し、血糖値抑制効果を確認しました。 

 

 子会社であるADEKAクリーンエイド㈱では、業務用洗剤分野及び食品工業薬剤分野向けに、環境 ・安全を重視した

商品や顧客の新規ニーズに応える商品を顧客に密着して開発しています。 

 また、アジア市場向け商品開発・改良や、農水省・経産省の助成金を受けた大学他外部機関とのバイオ関連共同研

究も積極的に進めています。 

 



 子会社であるADEKAケミカルサプライ㈱では、伸線剤はタイヤコード用の高機能湿式伸線剤AL-627を開発し、乾式

伸線剤B-19を上市しました。 

 加工油剤は、非塩素系難加工用塑性加工油を継続検討中であり、不水溶性切削油NCO-15を上市しました。 

 粉末冶金用潤滑剤は、金型潤滑用新製品の製造検討と評価技術の検討を開始しました。 

 撥水剤では、MX-700の安定生産と増産のため設備移転の計画を進め、新製品としMO系及び液状品の開発を進め、蓄

冷剤では化学品輸送におけるドライアイス代替用、スーパーの宅配用等を開発しました。 

 (2) 食品事業 

 食品部門は、昨年５月の社名変更・本社移転に併せ、従来のリス印からRISU BRANDへロゴマークを変更し、「おい

しさと安心のベストパートナー」をスローガンに、市場のニーズに応えるため独創的な発想と優位性ある技術で商品

開発を進め、国内外の市場動向・行政変化に適確に対応すべく情報収集に努め、スピードとコンプライアンスを意識

した研究開発活動を行っています。 

 さらに中国市場への展開として昨年４月に営業を開始した艾迪科食品（常熟）有限公司の技術支援、中国市場向け

の商品開発も進めています。 

 また、情報発信・情報交換の場として活用している東京のリス・テクノプラザを本社ビル内に移転し、 新鋭のプ

レゼンテーション設備を導入しました。リス・テクノプラザ関西、名古屋開発室と共にお客様への迅速且つ細やかな

サービスを心掛け活動しています。 

 加工油脂分野では米国、欧州に加えアジア諸国でも規制・表示義務化の動きが加速しており、国内市場でも注目さ

れ始めたトランス脂肪酸について、低減化技術を開発しました。全ての商品についてトランス脂肪酸低減化を基本に

据え、商品開発を進め、市場の健康志向を背景として昨年上市した低油分、低カロリーの折込油脂カレンティシート

に、新たに乳化剤無添加のカレンティシートEFシリーズをラインナップしました。 

 さらに季節毎に代表される人気のある素材にこだわった、口溶けが良くコクのあるフィリング用クリーム「リスジ

ェンヌホイップ」を上市し、市場展開を進めています。 

 市場のニーズ、食を取り巻く国内外の環境変化をいち早く察知し、常に一歩先を行く姿勢で、技術深耕・技術開発

を進め、同時に栄養機能研究等へのアプローチ、バイオ燃料の需要増加等に伴う原料油脂高騰対策も積極的に進めて

います。 

 加工食品分野においても、トランス脂肪酸の低減を基本とし、美味しさと健康等、消費者ニーズに合致した商品開

発を進めています。 

 従来のマヨネーズタイプ「レンジでOK」が持つ電子レンジ加熱耐性機能はそのままに、カロリーオフでありながら

酸味を抑え、トッピングから練込用途まで幅広く使用できるマヨネーズ風ソース「UTソース」を開発し、市場導入を

図っています。 

 また、製パンロールイン用フィリングとして評価が高いテイストシートのラインナップとして、乳化剤、保存料、

合成着色料等無添加の６品を上市しました。 

 さらに一昨年、子会社化した上原食品工業㈱の製品バラエティ化として季節毎のこだわり原料を使用したカレーフ

ィリング３品を上市しました。 

 多様化する市場ニーズに対し、細やかに対応できる基盤技術の磨き上げを進め、美味しく、価値ある商品開発を進

めると共に、新たな食素材の探索等を進めています。 

(3)その他事業 

 子会社であるADEKA総合設備㈱では、遺伝子分析、モニタリング技術を応用して、水素供与体を土壌地下水中に注

入して在来嫌気微生物の活動を活発にして、土壌地下水中の汚染物質を分解無害化する「嫌気微生物による土壌地下

水浄化」を実施、改良しています。  

  また、RoHS規制に伴い、Cd、Pb、Crの使用が出来なくなったことで、Ni鍍金需要が高まり、ニッケル廃液の処理、

ニッケルの回収方法を開発しています。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）重要な会計方針及び見積り 

 当連結グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当とみとめられている会計基準に準拠して作成さ

れています。この連結財務諸表の作成にあたって、貸倒引当金、投資損失引当金、賞与引当金、退職給付引当金、税

金費用等の見積りはそれぞれ適正であると判断しています。 

（２）当連結会計年度の経営成績の分析 

 当連結グループの当連結会計年度の経営成績は、企業収益の改善による設備投資の増加と、雇用・所得環境の改善

により、総じて緩やかな景気回復基調を持続しました。 

 このような経済情勢のなか、当社グループは、高機能品・高付加価値品の積極的な拡販、新規製品の開発に鋭意取

り組んでまいりました。 

 しかしながら、原油、ナフサ、油脂原料価格高騰に対する製品販売価格の是正遅れやIT・デジタル家電関連製品の

販売競争激化や在庫調整などの影響を受けました。 

（３）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 当連結グループを取り巻く事業環境は、情報・電子化学品をはじめ世代交代が激しい分野が多く、研究開発力が大

きなポイントとなります。研究開発について従来から積極的に経営資源を投入し、技術優位な製品の開発に注力して

います。 

 また、石油化学原料、原料油脂を多く使用しており、原料価格相場の変動の影響を受けますが、コストダウンや製

品販売価格の是正により極力吸収するようにしています。 

（４）戦略的現状と見通し 

 当連結グループは、新規技術の創造と得意技術の融合により環境の保全や人々の健康で豊かな生活に役立つ先駆的

な製品を持続的に開発・提供し、国際社会に貢献できる企業を目指しています。企業の社会的責任を果たしつつ中期

経営計画（平成18年度～平成20年度)のテーマである「企業価値の 大化」実現のために、業績の継続的な向上に取

り組んでいます。 

 中期経営計画の 終年度である平成20年度には、連結で「売上高2,000億円、経常利益220億円、ROE9.4％」を目標

に進めています。 

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当連結グループの資金状況は、活発的な投融資による投資活動によるキャッシュ・フローの増加に比べ、営業活動

によるキャッシュ・フローの充実、新規連結の実施、有利子負債の増加（短期借入金19億23百万円増加、長期借入金

17億69百万円増加）により、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ39億68百万円増加し、180億20

百万円となりました。 

また、自己資本比率は前連結会計年度58.16％に比べ、2.16ポイント減少の56.00％となりました。 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について 

  当連結グループは、「新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業をめざす」「世界とともに

生きていく」を経営理念として、独自性のある、優れた技術で、成長分野や成長地域に注力するとともに、当社の得

意分野で時代の先端を行く製品と顧客ニーズに合った製品を提供することにより、社会に貢献していくことを経営の

基本方針としています。 

 株主、顧客、従業員、国際社会、地域社会、地球環境等に配慮し、経済性、社会性と環境保全のバランスの取れた

経営を心がけることにより、これらステークホルダーの要請に応えて、持続的に成長、発展し、企業価値の 大化を

図ってまいります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結グループの設備投資は、経営戦略に基づいた各事業計画の一環として編成することを基本原則としてい

ます。 

 当連結会計年度の設備投資については、中期経営計画の設備投資計画をベースに業容拡大の方針に見合う設備

投資を計画しています。 

 なお、当連結会計年度の設備投資額は117億84百万円です。 

  事業の種類別セグメントの設備投資について示すと、以下の通りです。 

  （１）化学品事業 

 当連結会計年度の化学品事業の設備投資金額は、92億19百万円であり、主として当社、鹿島工場の高純

度塩素生産設備、三重工場の記録材料製造棟、ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP.の半導体関連材料製造設

備拡張等であります。 

  

  （２）食品事業 

 当連結会計年度の食品事業の設備投資金額は、25億97百万円であり、主として当社、鹿島工場の食品実

験パイロット設備、マーガリン製造配合槽更新等であります。 

   

  （３）その他事業 

 当連結会計年度の設備投資額は、僅少です。 



２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注）１．土地の帳簿価額については、平成14年３月31日に土地再評価を行っています。なお、再評価の方法等につい

ては「第５ 経理の状況 ２財務諸表等(1）財務諸表 注記事項」に掲記しています。 

２．現在休止中の主要な設備は、ありません。 

(2）国内子会社 

 （注）１．現在休止中の主要な設備は、ありません。 

２．土地面積の[ ]欄は賃借契約であります。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業 
員数
（名） 

建物及び構
築物 

機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

鹿島工場 

（茨城県神栖市） 

化学品 

食品 
生産設備 3,600 8,047 

4,119 

(295,511) 
429 16,197 262 

千葉工場 

（千葉県袖ヶ浦市） 
化学品 生産設備 1,556 3,774 

111 

(4,064) 
323 5,765 137 

三重工場 

（三重県員弁郡東員町） 
化学品 生産設備 2,233 3,691 

1,490 

(122,145) 
178 7,594 197 

明石工場 

（兵庫県加古郡稲美町） 
食品 生産設備 732 1,140 

2,995 

(44,231) 
23 4,890 44 

相馬工場 

（福島県相馬市） 
化学品 生産設備 365 443 

1,469 

(237,288) 
12 2,290 17 

富士工場 

（静岡県富士市） 
化学品 生産設備 1,048 2,555 

3,411 

(132,644) 
93 7,109 82 

本社事務所及び尾久研究所 

（東京都荒川区） 

化学品 

食品 
本社、研究所 5,756 34 

2,962 

(17,294) 
1,691 10,445 599 

大阪支社 

（大阪市中央区） 

化学品 

食品 
支社 38 0 

420 

(2,435) 
2 461 41 

浦和研究所 

（埼玉県さいたま市南区） 
化学品 研究所 172 0 

911 

(4,918) 
225 1,309 74 

久喜研究所 

（埼玉県南埼玉郡菖蒲町） 
化学品 研究所 552 0 

512 

(12,140) 
155 1,221 36 

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種類

別セグメン

トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業 

員数 

（名）
建物及び

構築物 

機械装置及

び運搬具 

土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

オキシラン化学㈱ 

三重工場 

（三重県員弁郡東員

町） 

化学品 生産設備 203 376 
190 

(38,735) 
5 775 24 

ＡＤＥＫＡファイ

ンフーズ㈱ 

本社・工場 

（鳥取県境港市） 
食品 生産設備 458 49 

－ 

［9,900］ 
2 510 14 



(3）在外子会社 

 （注）１．現在休止中の主要な設備は、ありません。 

２．土地面積の[ ]欄は賃借契約であります。 

３．上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、以下の通りです。 

(イ）提出会社 

(ロ）国内子会社 

 重要な賃借設備は、ありません。 

(ハ）外国子会社 

 重要な賃借設備は、ありません。 

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種類

別セグメン

トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業 

員数 

（名）
建物及び

構築物 

機械装置及

び運搬具 

土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

ADEKA

（SINGAPORE） 

    PTE.LTD. 

本社工場 

（シンガポール） 
食品 

本社生産設

備 
747 1 

－ 

[10,463] 
123 873 52 

AMFINE  

CHEMICAL CORP. 

工場 

（米国ケンタッキー

州） 

化学品 

プラスチッ

ク用添加剤

製造設備 

875 781 
91 

(171,600) 
1 1,750 45 

ADEKA FINE 

CHEMICAL KOREA  

CORP. 

本社工場 

（韓国） 
化学品 

合成樹脂用

添加剤製造

設備 

758 1,247 
771 

(71,608) 
93 2,871 57 

台湾艾迪科精密 

化学股份有限公司 

本社工場 

（台湾） 
化学品 

画像材料等

製造設備 
481 271 

－ 

[10,650]
19 771 26 

艾迪科精細化工 

  (上海)有限公司 

本社工場 

（中国） 
化学品 

合成樹脂用

添加剤製造

製造設備 

214 375 
－ 

[75,522] 
26 616 65 

艾迪科精細化工 

  (常熟)有限公司 

本社工場 

（中国） 
化学品 

合成樹脂用

添加剤製造

製造設備 

51 716 
－ 

[36,600]
912 1,680 46 

事業所名 
事業の種類別セ
グメントの名称 

名称 台数 内容 
年間賃借料 
（百万円） 

リース契約
残高 
（百万円） 

千葉工場 化学品 工場用地 － 面積92,055㎡ 125 － 

三重工場 化学品 化学品製造設備 １式 リース契約 16 47 

本社事務所 化学品・食品 
大型電子計算機シ

ステム 
１式 レンタル契約 271 － 

各事務所 

化学品 製品タンク 14基 － 199 － 

化学品・食品 
パーソナルコンピ

ュータ 
521台 リース契約 40 86 



３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

（２）重要な設備の除却等 

   平成19年３月31日現在、当連結グループにおいては、重要な設備の除却、売却の計画はありません。 

会社名 
事業所名 

所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定
年月 完成後

の増加
能力 総額 

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

提出会社 
三重工場 

三重県員弁
郡東員町 

化学品 
分析評価 
設備 

1,390 － 
自己 
資金 

平成18年 
 10月 

平成19年  
 ６月 

－ 

ADEKA FINE  
CHEMICAL 
KOREA CORP. 

韓国 化学品 
半導体関連
材料設備 

256 42 銀行借入
平成19年 
 １月 

平成19年  
 ７月 

２t/年 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれていません。 

種    類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 400,000,000 

合    計 400,000,000 

種  類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年６月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 103,401,942 103,484,942 
東京証券取引所 

（市場第１部） 

完全議決権株式
であり、権利内
容に何ら限定の
ない当社におけ
る標準となる株
式 

計 103,401,942 103,484,942 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

株主総会の特別決議日（平成13年６月27日） 

 
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 4,060 3,220 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 406,000 322,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 848 同  左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 
平成19年６月30日まで 

同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   848 
資本組入額  424 

同  左 

新株予約権の行使の条件 

(1）新株予約権を付与され
た者（以下「被付与者」
とする）は当社の取締役
又は従業員たる地位を失
った後も、取締役の任期
満了による退任、従業員
の定年及び会社都合によ
る退職その他これらに準
じて当社取締役会が新株
予約権の存続を相当と認
めた場合に限り、新株予
約権を行使することがで
きます。 

(2）被付与者に、法令、又
は当社規定等に違反する
行為があった場合、又は
被付与者が当社と競合関
係にある会社の取締役、
監査役、従業員もしくは
コンサルタントとなった
場合等、新株予約権の付
与の目的上被付与者に新
株予約権を行使させるこ
とが相当でないとされる
事由が生じた場合は、被
付与者に付された新株予
約権は直ちに失効し、そ
の後新株予約権を行使す
ることができないものと
します。 

(3）被付与者が死亡した場
合、相続人が新株予約権
を行使することができま
す。 

(4）上記の他、新株予約権
に関する行使の条件その
他細目については、当社
と対象者との間で締結す
る「新株予約権付与契
約」に定めるところによ
ります。 

同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ
の他処分は認めません。 

同  左 

代用払込みに関する事項  － －  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － －  



 （注）１．新株予約権の目的たる株式の数は合計2,082千株を上限とし、権利付与日以降、当社が株式分割、又は株式

併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により

生じる１株未満の株式は切り捨てます。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

２．当社が権利付与日以降、株式分割、又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価格を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

また、当社が権利付与日以降、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権、又は新株予約権付社

債に係る新株予約権及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く）には次の算式

により発行価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．権利付与日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場

合、又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合は、必要 小限かつ合理的な範囲で新株予約権の付与株式数、発行価格、行使期間その他の条件の調整も

しくは権利行使の制限を行い、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。 

４．平成18年５月１日付で１単元の株式数の変更（1,000株より100株）を行ったことに伴い、新株予約権の行使

単位も1,000株から100株に引き下げられています。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

 
調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格 ×

１  

  分割・併合の比率  

         
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 
 

  調整後 

発行価格 
＝ 調整前発行価格 × 

１株当たりの時価  

   
  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数  



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．転換社債の株式転換による増加です。 

２．一般募集により発行株数10,000千株、発行価格742円89銭、資本組入額372円、第三者割当により発行株数

1,500千株、発行価格742円89銭、資本組入額372円及び転換社債の株式転換による増加です。 

３．平成16年４月１日から平成16年７月30日までの間に転換社債の株式転換により、発行株式数が11,904千株、

資本金が4,309百万円、資本準備金が4,304百万円増加しています。 

また、平成16年４月１日から平成17年３月31日までの間に新株予約権の行使により、発行株式数532千株、

資本金225百万円、資本準備金225百万円増加しています。 

４．平成17年４月１日から平成18年３月31日までの間に新株予約権の行使により、発行株式数が741千株、資本

金が314百万円、資本準備金が314百万円増加しています。 

５．平成18年４月１日から平成19年３月31日までの間に新株予約権の行使により、発行株式数が189千株、資本

金が80百万円、資本準備金が80百万円増加しています。 

６．平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間に新株予約権の行使により、発行株式数が83千株、資本金

が35百万円、資本準備金が35百万円増加しています。 

(5）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式161,613株は、「個人その他」に1,616単元、「単元未満株式の状況」に13株含めて記載していま

す。 

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、110単元含まれています。 

３．１単元の株式数を平成18年５月１日より1,000株から100株へ変更しています。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成13年４月１日～ 

平成14年３月31日 

（注）１ 

1,037 76,664 437 12,902 437 9,946 

平成15年４月１日～ 

平成16年３月31日 

（注）２ 

13,371 90,035 4,962 17,864 4,949 14,895 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 

（注）３ 

12,436 102,471 4,534 22,399 4,530 19,425 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）４ 

741 103,212 314 22,713 314 19,739 

平成18年４月１日～ 

平成19年３月31日 

（注）５ 

189 103,401 80 22,793 80 19,819 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 合計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 79 39 326 136 6 7,590 8,176 － 

所有株式数

（単元） 
－ 543,766 9,071 183,851 159,912 207 136,719 1,033,526 49,342 

所有株式数の

割合（％） 
－ 52.61 0.88 17.79 15.47 0.02 13.23 100.00 － 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下の通りです。 

２．バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド ルクセンブルグ 131800 の所有株式数には、

信託業務に係る株式数が含まれている可能性がありますが、当社として当該株式数を把握することはでき

ません。 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,358 10.98 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,744 9.42 

朝日生命保険相互会社 
東京都千代田区大手町２丁目６番１号 

朝日生命大手町ビル 
3,769 3.64 

(常任代理人)資産管理サービ

ス信託銀行株式会社 

(常任代理人住所) 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 

みずほ信託退職給付信託みず

ほ銀行口 

再信託受託者資産管理サービ

ス信託 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 3,581 3.46 

全国共済農業協同組合連合会 
東京都千代田区平河町２丁目７番９号 

全共連ビル 
2,991 2.89 

(常任代理人)日本マスタート

ラスト信託銀行株式会社 

(常任代理人住所) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 2,244 2.17 

資産管理サービス信託銀行株

式会社（年金信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,833 1.77 

東京海上日動火災保険株式会

社 
東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,801 1.74 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 1,796 1.73 

バンク オブ ニューヨーク

ヨーロッパ リミテッド 

ルクセンブルグ 131800 

6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG 

1,637 1.58 
(常任代理人)株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室 

(常任代理人住所) 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 

合計 － 40,757 39.42 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 11,358千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,744  〃 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 

再信託受託者資産管理サービス信託 
3,581  〃 

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 1,833  〃 



３．ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者であるブラックロック・インベストメント・マネジメ

ント（ユーケー）リミテッド、ブラックロック（チャネル諸島）リミテッドから平成19年１月17日付で関

東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成19年３月31日現在で以下の株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができない部分については上

記表には含めていません。 

なお、その大量保有報告書の内容は以下の通りです。 

氏名又は名称 保有株式数（千株） 株式保有割合（％） 

ブラックロック・ジャパン㈱ 2,688 2.60 

ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント（ユーケー）リミ

テッド 

2,664 2.58 

ブラックロック（チャネル諸島） 

リミテッド 
57 0.06 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が11千株及び議決権が110個含まれて

います。 

２．「単元未満株式」欄には、当社の自己保有株式及び相互保有株式が次の通り含まれています。 

②【自己株式等】 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

－
権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式 

普通株式 161,600

（相互保有株式） 

普通株式 17,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 103,173,600 1,031,736 同上 

単元未満株式 普通株式 49,342 － 同上 

発行済株式総数 普通株式 103,401,942 － － 

総株主の議決権 － 1,031,736 － 

自己保有株式   13株

相互保有株式 ㈱丸紅商会 20株

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）          

㈱ＡＤＥＫＡ 
東京都荒川区東尾

久７-２-35 
161,600 － 161,600 0.2 

（相互保有株式）          

㈱旭建築設計事務

所 

東京都荒川区東尾

久8-10-9 
1,200 － 1,200 0.0 

㈱丸紅商会 
大阪府堺市境区寺

地町東3-2-2 
16,200 － 16,200 0.0 

合計 － 179,000 － 179,000 0.2 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき、新株引

受権方式により、平成13年６月27日の定時株主総会終結時に在任する当社取締役、同日に在職する当社従業員の

うち理事の資格を有する者及び管理職、また平成13年４月１日において勤続10年以上の一般従業員全員に対して

付与することを、平成13年６月27日の定時株主総会において決議されたものです。 

 当該制度の内容は以下の通りです。 

 （注）１．新株予約権の目的たる株式の数は合計2,082千株を上限とし、権利付与日以降、当社が株式分割、又は株式

併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により

生じる１株未満の株式は切り捨てます。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

２．当社が権利付与日以降、株式分割、又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価格を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

また、当社が権利付与日以降、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権又は新株予約権付社債

に係る新株予約権及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く）には次の算式に

より発行価格を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

付与の対象者 株式の種類 
株式数 
（千株） 

発行価格 
（円） 

権利行使期間 権利行使についての条件 

取締役 
（14名） 

普通株式 
300 

（注）１ 

848 

（注）２ 

平成15年７月１日から 
平成19年６月30日まで 

(1）新株予約権を付与された者（以下

「被付与者」とする）は当社の取締役

又は従業員たる地位を失った後も、取

締役の任期満了による退任、従業員の

定年及び会社都合による退職その他こ

れらに準じて当社取締役会が新株予約

権の存続を相当と認めた場合に限り、

新株予約権を行使することができま

す。 

(2）被付与者に、法令、又は当社規定等

に違反する行為があった場合、又は被

付与者が当社と競合関係にある会社の

取締役、監査役、従業員もしくはコン

サルタントとなった場合等、新株予約

権の付与の目的上被付与者に新株予約

権を行使させることが相当でないとさ

れる事由が生じた場合は、被付与者に

付された新株予約権は直ちに失効し、

その後新株予約権を行使することがで

きないものとします。 

(3）新株予約権の譲渡、質入その他処分

は認めません。 

(4）被付与者が死亡した場合、相続人が

新株予約権を行使することができま

す。 

(5）上記の他、新株予約権に関する行使

の条件その他細目については、当社と

対象者との間で締結する「新株予約権

付与契約」に定めるところによりま

す。 

理事 
（12名） 

（注）４ 
普通株式 

60 

（注）１ 

給与規定の
職能資格基
準に基づく
管理職層 
（325名） 

普通株式 
975 

（注）１ 

勤続10年以
上の一般従
業員 
（618名） 

普通株式 
618 

（注）１ 

 
調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格 ×

１ 

  分割・併合の比率

         
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  調整後 

発行価格 
＝ 調整前発行価格 × 

１株当たりの時価 

   
  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



３．権利付与日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場

合、又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場

合は、必要 小限かつ合理的な範囲で新株予約権の付与株式数、発行価格、行使期間その他の条件の調整も

しくは権利行使の制限を行い、又は未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。 

４．平成15年６月25日開催の定時株主総会終了後、従来の理事制度を廃止して、全面的に執行役員制度に移行し

ました。 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、経営環境、事業戦略、業績、財務状況等を総合的に勘案して、適正に株主への利益配分と内部留保資金

を決定することを基本方針としています。今後もより一層の成長性と収益性の向上に努め、株主の皆様に対する適

正な利益還元として配当性向は30％、株主資本配当率（DOE）は３%を目標としています。内部留保資金につきまし

ては、次世代成長事業とコア事業への研究開発及び設備投資や、海外事業、生産技術の強化など業績向上及び将来

の経営体質強化のための投資に優先的に活用してまいります。 

 また、当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。 

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 以上の考えのもと、当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき11円といたしました。なお、年間配当

金につきましては、１株につき22円（前期は普通配当18円と記念配当２円、合わせて20円）となります。 

 また、次期の配当金につきましても、単独で１株当たり年間22円を予定しております。 

 今後も業績の向上に努め、配当金額の増加と配当性向の向上を図ってまいります。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めています。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものです。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものです。 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当金 

（円） 

 平成18年11月15日 

取締役会決議 
1,134 11 

 平成19年６月22日 

定時株主総会決議 
1,135 11 

回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 784 900 1,148 2,230 1,955 

最低（円） 550 620 826 1,031 1,079 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,286 1,215 1,275 1,299 1,435 1,372 

最低（円） 1,138 1,079 1,128 1,215 1,234 1,267 



５【役員の状況】 

役  名 職 名 氏  名 生年月日 略        歴 任期 
所有 

株式数 
（千株）

(代表取締役) 

取締役会長 
ＣＥＯ 中嶋 宏元 昭和15年１月７日生

昭和37年４月 当社入社 

平成７年６月 当社取締役 

平成９年６月 当社常務取締役 

平成12年６月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ 

平成18年６月 当社代表取締役会長（現）兼ＣＥＯ（現） 

(注)3 53 

(代表取締役) 

取締役社長 
ＣＯＯ 櫻井 邦彦 昭和19年10月13日生

昭和44年４月 当社入社 

平成13年６月 当社取締役 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員 

平成16年６月 当社取締役兼常務執行役員 

平成18年６月 当社代表取締役社長（現）兼ＣＯＯ（現） 

(注)3 26 

取締役 

専務執行役員 

第一化学品

営業本部長 
後町 真男 昭和18年１月21日生

昭和41年４月 当社入社 

平成13年６月 当社取締役兼大阪支社長 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員 

平成16年６月 当社退社、ADEKAケミカルサプライ㈱代表取締

役社長 

平成17年６月 当社取締役兼常務執行役員 

兼第一化学品営業本部長（現） 

平成19年６月 当社取締役兼専務執行役員（現） 

(注)3 16 

取締役 

常務執行役員 

研究開発本

部長 
春名 徹 昭和21年11月22日生

昭和44年４月 アデカ・アーガス化学㈱入社 

平成２年10月 アデカ・アーガス化学㈱合併により当社入社 

平成12年８月 ADEKA EUROPE GmbH代表取締役（現） 

平成13年６月 当社取締役兼研究開発本部副本部長 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員 

平成16年６月 当社取締役兼常務執行役員（現） 

兼研究開発本部本部長（現） 

(注)3 19 

取締役 

常務執行役員 

生産本部長 

環境・安全

対策本部長 

川田 晃嗣 昭和20年１月７日生

昭和43年４月 当社入社 

平成14年６月 当社取締役兼鹿島工場長 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員 

平成17年６月 当社取締役兼常務執行役員（現） 

兼人事部担当兼生産本部長（現） 

平成19年６月 当社環境・安全対策本部長（現） 

(注)3 15 

取締役 

常務執行役員 

ＣＦＯ 

法務・広報

部担当 

財務・経理

部担当 

業務監査室

担当 

コンプライ

アンス推進

委員長 

内部統制推

進委員長 

飯田 明 昭和19年１月23日生

昭和42年４月 石油荷役㈱入社 

昭和46年３月 アデカ・アーガス化学㈱入社 

平成２年10月 アデカ・アーガス化学㈱合併により当社入社 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員兼ＣＦＯ（現） 

兼財務・経理部担当（現） 

兼情報システム部担当 

平成18年６月 当社取締役兼常務執行役員（現） 

兼法務・広報部担当（現） 

兼コンプライアンス推進委員長（現） 

平成19年６月 当社業務監査室担当（現） 

兼内部統制推進委員長（現） 

(注)3 12 

 



役  名 職 名 氏  名 生年月日 略        歴 任期 
所有 
株式数 

（千株）

取締役 

常務執行役員 

食品本部長 

中国食品事

業推進部長 

住友 史人 昭和19年２月18日生

昭和43年４月 当社入社 

平成15年６月 当社取締役兼執行役員兼食品本部長（現） 

平成19年６月 当社取締役兼常務執行役員（現） 

兼中国食品事業推進部長（現） 

兼艾迪科食品（常熟）有限公司董事長（現） 

(注)3 10 

取締役 

執行役員 

第二化学品

営業本部長 
古賀 研士 昭和20年１月３日生

昭和43年４月 アデカ・アーガス化学㈱入社 

平成２年10月 アデカ・アーガス化学㈱合併により当社入社 

平成16年６月 当社取締役兼執行役員（現）兼大阪支社長 

平成18年６月 当社第二化学品営業本部長（現） 

平成19年６月 ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP.代表理事

（現） 

艾迪科精細化工（上海）有限公司董事長（現） 

(注)3 14 

取締役 

執行役員 

総合企画部

長 

情報システ

ム部担当 

設備投資委

員会委員長 

中村 邦生 昭和20年８月30日生

昭和44年４月 アデカ・アーガス化学㈱入社 

平成２年10月 アデカ・アーガス化学㈱合併により当社入社 

平成10年10月 AMFINE CHEMICAL CORP.代表取締役社長 

平成15年６月 当社執行役員 

平成16年６月 当社総合企画部長（現） 

平成17年６月 当社取締役兼執行役員（現） 

平成19年６月 当社情報システム部担当（現） 

兼設備投資委員会委員長（現） 

(注)3 5 

取締役   松本 啓二 昭和15年９月27日生

昭和40年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 

昭和40年４月 森良作法律事務所勤務 

昭和46年７月 米国ニューヨーク市リード・アンド・プリース

ト法律事務所勤務 

昭和47年４月 柳田濱田法律事務所パートナー 

昭和50年４月 濱田松本法律事務所パートナー 

平成12年３月 日興プリンシパル・インベストメンツ㈱監査役

（現） 

平成14年12月 森・濱田松本法律事務所特別顧問（現） 

平成16年６月 ㈱日興コーディアルグループ取締役（現） 

平成18年６月 当社取締役（現） 

(注)3 － 

 



 （注）１．取締役松本啓二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、監査役冨安治彦、藤田讓及び今井健夫

は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

２．当社は、平成12年６月以降、最高責任者制度（CEO、COO、CFO）を導入していますが、取締役会による意思

決定の迅速化と監督機能の強化を図り、業務執行の責任と権限を明確化することにより、国内外の事業の強

化拡大のスピードアップを図るため、平成15年６月25日開催の定時株主総会終了後、理事制度を廃止して、

全面的に執行役員制度に移行しました。 

なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は22名で、内９名は取締役を兼務しています。 

３．平成19年６月22日開催の定時株主総会の終結から１年間 

４．平成19年６月22日開催の定時株主総会の終結から４年間 

５．平成16年６月24日開催の定時株主総会の終結から４年間 

役  名 職 名 氏  名 生年月日 略        歴 任期 
所有 
株式数 

（千株）

監査役 

(常勤) 
  木内 愼一 昭和21年３月９日生

昭和44年４月 当社入社 

平成14年６月 当社財務・経理部長 

平成17年６月 当社常勤監査役（現） 

(注)4 7 

監査役 

(常勤) 
  冨安 治彦 昭和31年７月７日生

昭和54年４月 ㈱第一勧業銀行（平成14年合併により㈱みずほ

コーポレート銀行となる）入行 

平成13年12月 同行雷門支店支店長 

平成14年４月 ㈱みずほ銀行雷門支店支店長 

平成16年１月 同行神田駅前支店支店長 

平成17年７月 同行管理部長 

平成19年６月 当社常勤監査役（現） 

(注)4 － 

監査役   藤田 讓 昭和16年11月24日生

昭和39年４月 朝日生命保険（相）入社 

平成４年７月 同社取締役 

平成６年４月 同社常務取締役 

平成８年４月 同社代表取締役社長（現） 

平成11年６月 当社監査役（現） 

(注)5 － 

監査役   今井 健夫 昭和17年１月29日生

昭和42年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 

平成11年５月 ㈱カスミ監査役（現） 

平成11年６月 当社監査役（現） 

平成13年４月 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ監査役 

平成14年９月 三菱証券㈱監査役 

平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査役

（現） 

三菱ＵＦＪ証券㈱監査役（現） 

(注)4 － 

        計   180 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当連結グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題と認識しています。 

 当社では、取締役会の合議制による意思決定と監査役制度によるコーポレート・ガバナンスが、経営機能を有効に

発揮できる最適なシステムであると判断しており、現在の体制が有効に機能していると認識しています。これに独自

の改良を加えていくことで、経営体制の改革とさらなる強化に積極的に取り組んでいます。 

 具体的には、経営の意思決定の迅速化と事業遂行の役割（責任と権限）の明確化のため最高責任者制度を導入し、

さらに取締役員数の最適化と任期短縮、執行役員制度への全面移行等を行い、経営効率の一層の向上を図りました。

 また、平成17年７月に、経営組織とは独立した立場で、監査計画に基づいて全部門の業務遂行の適法性と妥当性の

観点から内部監査を行う機能を強化すべく、業務監査室を新設しました。 

 会社法及び日本版SOX法の要求に対応すべく、平成19年３月に内部統制推進委員会を設置し、内部統制システムの

整備と強化を進めています。 

 また、取締役会の監督機能強化と経営の透明性確保の観点から、平成18年６月の定時株主総会において、新たに社

外取締役を導入しました。 

 なお、当社では、株主の皆様との対話を重視し、ご意見を経営に反映すべく、開かれた総会運営を目指しており、

平成12年より定時株主総会の早期開催に努めています。 



(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関・内部統制の関係 





② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

・取締役会 

 取締役会は月１回の定時取締役会と、臨時取締役会を随時開催し、月に数回行われる経営会議による審議

と合わせ、機動的かつ十分な検討を経て、意思決定を行っています。 

 当社の取締役は９名であり、取締役の経営責任を明確にするため、任期を１年としています。 

 また、取締役会の監督機能強化と経営の透明性確保の観点から、平成18年６月より、新たに社外取締役を

導入しています。 

 なお、平成18年５月の取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適

正を確保するための体制整備（内部統制の基本方針）を決議しました。 

・最高責任者制度 

 当社及び当社グループの役員の役割分担及び責任と権限を明確化して、経営の効率性を高めるため、平成

12年６月に最高経営責任者（CEO）と最高執行責任者（COO）による最高責任者制度を導入し、平成13年６月

には最高財務責任者（CFO）を選任しています。 

・執行役員制度 

 業務執行の責任と権限の明確化により、全面的に執行役員制度に移行し、意思決定と業務執行の分離を図

り、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図っています。 

 なお、社外取締役を除く９名が執行役員を兼任するとともに、取締役会が選任した執行役員13名と合わせ

て合計22名の執行役員がいます。また、業務執行に関する役割と責任を明確にするため、執行役員の任期は

１年としています。 

・経営会議 

 取締役と当該議題に直接関与する執行役員で構成し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審

議の迅速化を図っています。 

・コンプライアンス推進委員会 

 法務・広報部担当役員を委員長とし役員、各本部長、社外弁護士及び法務・広報部に事務局をメンバーと

したコンプライアンス推進委員会を設置しています。 

 また、監査役（監査役監査）、業務監査室（内部監査１名）及びコンプライアンス推進委員会の相互の連

携と情報交換を緊密に行うことにより、監査の充実を図っています。 

 さらに、内部通報窓口を設置し、コンプライアンス違反行為の早期発見と情報の確保に努め、内部通報制

度の一層の強化・機能充実を図り、公益通報者保護法に対応するため、平成18年５月１日付で、社内窓口へ

の通報義務の明確化、通報手順及び通報者保護等を明確化したコンプライアンス内部通報規定を制定してい

ます。 

・内部統制推進委員会 

 内部統制システムの構築及び運用に特化した具体的な取り組みを行う組織として、平成19年３月に内部統

制推進委員会を設置しました。現在は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び監査制

度（いわゆるJ-SOX法）への対応を進めています。 

③ 内部監査及び監査役の状況 

・監査役 

 監査の独立性と透明性強化の観点から、監査役４名のうち３名が社外監査役、社内監査役１名という構成

となっています。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査方針・業務分担に基づいて、取締役会出席、業務・財産状況の調査等

により取締役の職務遂行の監査を行い、内部統制の適切な運用状況を監視しています。 

・業務監査室 

 監査計画に基づいて、全部門の業務遂行の適法性と妥当性の観点から内部監査を行う機能を強化すべく、

業務監査室を新設しています。 



④ 会計監査の状況 

 （ⅰ）業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数 

（注）１．継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しています。 

２．同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与す

ることのないよう措置をとっています。 

 （ⅱ）監査業務に係る補助者の構成 

    公認会計士 ７名  その他 ６名 

⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

 社外取締役と当社との間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はなく、３名の社外監査役のうち、

１名は大株主である朝日生命保険相互会社の代表取締役社長であり、他の２名の社外監査役と当社との間に

は、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。 

(2) リスク管理体制の整備の状況 

 当連結グループのリスク管理体制は、以下の通りであります。 

① 危機管理委員会の設置 

 法務・広報部担当役員を委員長とし、主要なスタッフ部門の部長をメンバーとする危機管理委員会（事務

局 法務・広報部）を組織し、各部のリスクの洗い出しと評価、危機管理マニュアルの立案と危機管理体制

のチェック等を行います。 

② 危機管理マニュアル 

 危機管理委員会が制定する「危機管理マニュアル」に基づき、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、

万一緊急事態が発生した場合、迅速・的確な対応で被害を最小限に止める体制を取っています。 

③ 緊急対策本部の設置 

 特に緊急度・重要度の高いケースが発生した場合に当該事項の主管部署の担当役員を本部長とする緊急対

策本部を設置し、危機管理マニュアルに基づいて組織的に対応します。 

④ リスク管理の監査 

 業務監査室は、部署ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役及び取締役会に報

告します。 

(3) 役員報酬の内容 

当社の取締役報酬及び監査役報酬の内容は、次の通りであります。 

① 社内取締役及び社内監査役に支払った報酬 

   社内取締役 延べ13名   203百万円 

   社内監査役 延べ１名    16百万円 

② 社外取締役及び社外監査役に支払った報酬 

   社外取締役 延べ１名    ６百万円 

   社外監査役 延べ３名    24百万円 

(4) 監査報酬の内容 

 当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

は、46百万円であります。 

 なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 

 指定社員 

 業務執行社員 

伊 佐 山 操 
新日本監査法人 

種 本  勇 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しています。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、第144期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第145期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しています。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び第144期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで）及び第145期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸

表及び財務諸表について、新日本監査法人の監査を受けています。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１．現金及び預金     10,786     15,563  

２．受取手形及び売掛金 ※７   38,160     42,749  

３．有価証券     3,835     3,440  

４．たな卸資産     24,142     29,012  

５．繰延税金資産     1,741     1,694  

６．その他     5,323     4,472  

７．貸倒引当金     △318     △355  

流動資産合計     83,670 43.9   96,577 46.4 

Ⅱ 固定資産              

１．有形固定資産              

(1) 建物及び構築物   41,707     47,784    

減価償却累計額   25,853 15,853   26,922 20,861  

(2) 機械装置及び運搬具   87,106     91,591    

減価償却累計額   65,311 21,795   68,031 23,559  

(3) 土地 ※３   19,644     20,622  

(4) 建設仮勘定     2,419     1,527  

(5) その他   16,547     18,053    

減価償却累計額   13,071 3,475   13,372 4,681  

有形固定資産合計 ※２   63,188 33.2   71,252 34.2 

２．無形固定資産              

(1) ソフトウェア     441     510  

(2) その他 ※４   682     744  

無形固定資産合計     1,124 0.6   1,255 0.6 

３．投資その他の資産              

(1) 投資有価証券 ※１   40,175     38,026  

(2) 長期貸付金     1,176     447  

(3) 繰延税金資産     179     247  

(4) その他 ※１   2,273     1,988  

(5) 貸倒引当金     △999     △1,002  

(6) 投資損失引当金     △365     △475  

投資その他の資産合計     42,441 22.3   39,232 18.8 

固定資産合計     106,753 56.1   111,741 53.6 

資産合計     190,424 100.0   208,318 100.0 

               
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１．支払手形及び買掛金  ※７    29,163     33,397  

２．短期借入金     9,892     14,178  

３．未払法人税等     4,370     4,139  

４．賞与引当金     2,009     2,043  

５. 役員賞与引当金     －     60  

６．その他 ※２   8,430     8,029  

流動負債合計     53,867 28.3   61,848 29.7 

Ⅱ 固定負債              

１．長期借入金 ※２   6,623     10,353  

２．繰延税金負債     1,929     1,094  

３．再評価に係る 
   繰延税金負債 

※３   4,732     4,732  

４．退職給付引当金     8,276     8,578  

５．役員退職慰労引当金     534     467  

６．その他     1,820     1,999  

固定負債合計     23,916 12.5   27,225 13.1 

負債合計     77,783 40.8   89,074 42.8 

               

（少数株主持分）              

少数株主持分     1,895 1.0   － － 

               

（資本の部）              

Ⅰ 資本金 ※５   22,713 11.9   － － 

Ⅱ 資本剰余金     19,739 10.4   － － 

Ⅲ 利益剰余金     57,508 30.2   － － 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３   3,333 1.8   － － 

Ⅴ その他有価証券 
     評価差額金 

    7,211 3.8   － － 

Ⅵ 為替換算調整勘定     402 0.2   － － 

Ⅶ 自己株式 ※６   △163 △0.1   － － 

資本合計     110,745 58.2   － － 

負債、少数株主持分 
     及び資本合計 

    190,424 100.0   － － 

               
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   22,793 11.0 

２．資本剰余金     － －   19,819 9.5 

３．利益剰余金     － －   63,759 30.6 

４．自己株式     － －   △173 △0.1 

  株主資本合計     － －   106,200 51.0 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金 

    － －   6,314 3.0 

２．土地再評価差額金 ※３   － －   3,333 1.6 

３．為替換算調整勘定     － －   807 0.4 

  評価・換算差額等合計     － －   10,455 5.0 

Ⅲ 少数株主持分     － －   2,588 1.2 

純資産合計     － －   119,244 57.2 

負債純資産合計     － －   208,318 100.0 

               



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     165,043 100.0   174,284 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２   123,402 74.8   132,742 76.2 

売上総利益     41,640 25.2   41,541 23.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   24,355 14.8   24,916 14.3 

営業利益     17,285 10.4   16,624 9.5 

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息   109     105    

２．受取配当金   374     407    

３．持分法による投資利益   224     459    

４．為替差益   293     191    

５．その他   311 1,313 0.8 358 1,520 0.9 

Ⅴ 営業外費用              

１．支払利息   289     443    

２．たな卸資産廃棄損   303     419    

３．たな卸資産評価損   123     233    

４．貸倒引当金繰入額    136     －    

５．その他   353 1,207 0.7 388 1,485 0.9 

経常利益     17,391 10.5   16,660 9.5 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益              

１．投資有価証券売却益   － － － 109 109 0.1

Ⅶ 特別損失              

１．固定資産廃棄損 ※４ 391     513    

２．減損損失 ※５ 363     －    

３．投資有価証券評価損 ※３ 164     81    

４．その他の投資評価損   －     16    

５．関係会社株式評価損   －     53    

６．投資損失引当金繰入額   －     475    

７．製品自主回収費用   －     73    

８．適格退職年金制度廃止
費用 

  717 1,637 1.0 － 1,214 0.7 

税金等調整前 
    当期純利益 

    15,754 9.5   15,555 8.9 

法人税、住民税 
    及び事業税 

  6,510     5,787    

法人税等調整額   △170 6,340 3.8 193 5,980 3.4 

少数株主利益     280 0.2   216 0.1 

当期純利益     9,133 5.5   9,358 5.4 

               



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高     19,425  

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．新株予約権の 
   行使による増加 

  314 314  

Ⅲ 資本剰余金期末残高     19,739  

         

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高     49,896  

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．当期純利益   9,133    

２．土地再評価差額金取崩額   199 9,332  

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金   1,638    

２．役員賞与   52    

（うち監査役分）   (3)    

３．新規連結による 
    剰余金減少高 

  29 1,720  

Ⅳ 利益剰余金期末残高     57,508  

         



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分事項です。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

22,713 19,739 57,508 △163 99,798 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 80 80     160 

剰余金の配当（注）     △1,236   △1,236 

剰余金の配当     △1,134   △1,134 

役員賞与（注）     △66   △66 

当期純利益     9,358   9,358 

新規連結による剰余金減少高     △668   △668 

自己株式の取得       △9 △9 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

80 80 6,251 △9 6,402 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

22,793 19,819 63,759 △173 106,200 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
 （百万円） 

7,211 3,333 402 10,947 1,895 112,641 

連結会計年度中の変動額            

新株の発行           160 

剰余金の配当（注）           △1,236 

剰余金の配当           △1,134 

役員賞与（注）           △66 

当期純利益            9,358 

新規連結による剰余金減少高           △668 

自己株式の取得           △9 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△897 － 404 △492 692 200 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△897 － 404 △492 692 6,602 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

6,314 3,333 807 10,455 2,588 119,244 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

     

１．税金等調整前当期純利益   15,754 15,555 

２．減価償却費   5,990 6,581 

３．投資有価証券評価損   164 81 

４．投資有価証券売却益   △3 △109 

５．その他の投資評価損   1 16 

６．貸倒引当金の増加額   258 14 

７．退職給付引当金増加額   38 263 

８．受取利息及び配当金   △483 △513 

９．支払利息   289 443 

10．為替差益   △56 △141 

11．持分法による投資利益   △224 △459 

12．固定資産廃棄損   391 513 

13．固定資産売却益   △2 △13 

14．投資損失引当金の増加額   － 475 

15．減損損失   363 － 

16．売上債権の増減額 
      （△：増加） 

  3,056 △3,618 

17．たな卸資産の増加額   △1,904 △2,734 

18．仕入債務の増減額 
     （△：減少） 

  △1,408 2,958 

19．その他   846 △970 

小計   23,070 18,343 

20．利息及び配当金の受取額   536 592 

21．利息の支払額   △290 △436 

22．法人税等の支払額   △7,790 △6,080 

営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

  15,526 12,418 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

     

１．有価証券の 
   売却による収入 

  398 99 

２．有形固定資産の 
   取得による支出 

  △8,126 △9,337 

３．無形固定資産の 
   取得による支出 

  △263 △248 

４．投資有価証券の 
   取得による支出 

  △1,241 △832 

５．投資有価証券の 
   売却による収入 

  69 190 

６．関係会社株式 
   取得による支出 

  △58 △130 

７．その他の投資の 
   取得による支出 

  △169 △137 

８．その他   △304 20 

投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  △9,696 △10,376 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

     

１．短期借入金の純増減額   △2,072 1,923 

２．長期借入れによる収入   927 7,953 

３．長期借入金の 
   返済による支出 

  △3,570 △6,184 

４．新株発行による収入   626 160 

５．配当金の支払額   △1,637 △2,367 

６．少数株主への 
   配当金の支払額 

  △68 △61 

７．その他   △98 △120 

財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  △5,892 1,303 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  226 80 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

  163 3,426 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  13,243 14,052 

Ⅶ 新規連結による現金及び
現金同等物の増加額 

  645 541 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

  14,052 18,020 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社（17社） (1）連結子会社（21社） 

 陽光産業㈱、㈱アデカクリーンエイド、アサヒ・

ファインフーズ㈱、アデカ総合設備㈱、アムファイ

ンケミカルCORP.、アサヒデンカ（シンガポール） 

PTE.LTD.、オキシラン化学㈱、旭食品販売㈱、アデ

カ物流㈱、長江化学股份有限公司、㈱ヨンゴー、ア

サヒデンカコリアCORP.、アデカファインケミカルコ

リアCORP.、アサヒデンカ（アジア）PTE.LTD.、アサ

ヒデンカヨーロッパGmbH、台湾艾迪科精密化学股份

有限公司、アデカパルマロールSAS 

 アサヒデンカヨーロッパGmbH、台湾艾迪科精密化

学股份有限公司及びアデカパルマロールSASについて

は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めることとしました。 

 ・ADEKAケミカルサプライ㈱ 

 ・ADEKAクリーンエイド㈱ 

 ・ADEKAファインフーズ㈱ 

 ・ADEKA総合設備㈱ 

 ・AMFINE CHEMICAL CORP. 

 ・ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD. 

 ・オキシラン化学㈱ 

 ・ADEKA食品販売㈱ 

 ・ADEKA物流㈱ 

 ・長江化学股份有限公司 

 ・㈱ヨンゴー 

 ・ADEKA KOREA CORP. 

 ・ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP. 

 ・ADEKA(ASIA)PTE.LTD. 

 ・ADEKA EUROPE GmbH 

 ・台湾艾迪科精密化学股份有限公司 

 ・ADEKA PALMAROLE SAS 

 ・艾迪科(上海)貿易有限公司 

 ・艾迪科精細化工(上海)有限公司 

 ・艾迪科精細化工(常熟)有限公司 

 ・ADEKAライフクリエイト㈱ 

 なお、艾迪科(上海)貿易有限公司、艾迪科精細化

工(上海)有限公司、艾迪科精細化工(常熟)有限公司

及びADEKAライフクリエイト㈱については、重要性が

増したこと等のため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めることとしました。 

(2）非連結子会社 (2）非連結子会社 

 主な非連結子会社は以下の通りです。 

 旭友不動産㈱、㈱東京環境測定センター 

 非連結子会社17社の合計の総資産、売上高、純損

益及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため連結の範囲から除外しています。 

 主な非連結子会社は以下の通りです。 

 ㈱東京環境測定センター、上原食品工業㈱ 

 非連結子会社13社の合計の総資産、売上高、純損

益及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため連結の範囲から除外しています。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法の適用範囲 (1）持分法の適用範囲 

関連会社（20社）のうち３社 関連会社（19社）のうち３社 

日本農薬㈱、鹿島ケミカル㈱、㈱コープクリーン 

 持分法を適用していない非連結子会社17社（旭

友不動産㈱他）及び関連会社17社（鹿島電解㈱

他）は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の適用から除外していま

す。 

日本農薬㈱、鹿島ケミカル㈱、㈱コープクリーン 

 持分法を適用していない非連結子会社13社（㈱

東京環境測定センター他）及び関連会社16社（鹿

島電解㈱他）は、それぞれ連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため持分法の適用から除外

しています。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）持分法適用会社の事業年度等に関する事項 (2）持分法適用会社の事業年度等に関する事項 

 日本農薬㈱の決算日は９月30日、鹿島ケミカル㈱

の決算日は12月31日、㈱コープクリーンの決算日は

３月20日で、それぞれ持分法適用上必要な調整を行

っています。 

   同    左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

(1）アムファインケミカルCORP.、アサヒデンカ（シン

ガポール）PTE.LTD.、長江化学股份有限公司、アサ

ヒデンカコリアCORP.、アデカファインケミカルコリ

アCORP.、アサヒデンカ（アジア）PTE.LTD.、アサヒ

デンカヨーロッパGmbH、台湾艾迪科精密化学股份有

限公司、アデカパルマロールSASの決算日は12月31日

です。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、12月31日の決

算財務諸表を使用しています。なお、連結決算日と

の間に生じた取引については、連結上必要な調整を

行っています。  

(1）AMFINE CHEMICAL CORP.、ADEKA(SINGAPORE)PTE.LT

D.、長江化学股份有限公司、ADEKA KOREA CORP.、AD

EKA FINE CHEMICAL KOREA CORP.、ADEKA(ASIA)PTE.L

TD.、ADEKA EUROPE GmbH、台湾艾迪科精密化学股份

有限公司、ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科(上海)貿易

有限公司、艾迪科精細化工(上海)有限公司及び艾迪

科精細化工(常熟)有限公司の決算日は12月31日で

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、12月31日の決

算財務諸表を使用しています。なお、連結決算日と

の間に生じた取引については、連結上必要な調整を

行っています。  

(2）陽光産業㈱他７社の決算日は３月31日です。 (2）ADEKAケミカルサプライ㈱他８社の決算日は３月31

日です。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

 主に移動平均法による原価法によっていま

す。 

②その他有価証券 

・時価のあるもの 

 株式については、決算期末前１ヵ月の市場価

格等の平均、それ以外については決算期末日の

市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価は主に移動平

均法により算定）によっています。 

(イ）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

 同   左 

  

②その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

  株式については、決算期末前１ヵ月の市場価

格等の平均、それ以外については決算期末日の

市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は主に移動

平均法により算定）によっています。 

・時価のないもの 

 主に移動平均法による原価法によっていま

す。 

・時価のないもの 

 同   左 

(ロ）デリバティブ 

 時価法によっています。 

(ロ）デリバティブ 

 同   左 

(ハ）たな卸資産 

製品・半製品・仕掛品 

 当社は総平均法による低価法、連結子会社

は、主として移動平均法による原価法によって

います。 

(ハ）たな卸資産 

製品・半製品・仕掛品 

  同   左 

商        品 

 主として 終仕入原価法によっています。 

商        品 

  同   左 

原料・貯蔵品 

 当社は移動平均法による低価法、連結子会社

は主として移動平均法による原価法によってい

ます。 

原料・貯蔵品 

 同   左 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 (イ）有形固定資産 

 当社の建物（建物附属設備を除く）及び機械装

置は定額法、その他は定率法によっています。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りです。  

同   左 

  

建物及び構築物 ３年～60年

機械装置及び運搬具 ７年～17年

その他 ３年～20年

 

(ロ）無形固定資産 (ロ）無形固定資産 

 定額法によっています。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込可能利用期間（５年）によ

る定額法によっています。 

同   左 

  

(3）繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時に全額費用処理していま

す。 

(3）繰延資産の処理方法 

 新株交付費は、支出時に全額費用処理していま

す。 

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 

 受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸

倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しています。 

 同   左 

 (ロ）投資損失引当金  (ロ）投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当

該会社の財政状況及び回収可能性を勘案して必要

額を計上しています。 

 同   左 

 (ハ）賞与引当金  (ハ）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計

上しています。 

 同   左 

──────  (ニ）役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計

上しています。 

 (ニ）退職給付引当金  (ホ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しています。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用処理しています。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理することとしていま

す。 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生していると認められ

る額を計上しています。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用処理しています。  

 また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理することとしていま

す。  

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (ホ）役員退職慰労引当金  (へ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職により支給する役員退職慰労金に充

てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しています。 

 同   左 

(5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 (5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しています。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債、並びに収益

及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めています。 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しています。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債、並びに収益

及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めています。 

(6）重要なリース取引の処理方法 (6）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっています。 

 同   左 

(7）その他重要な事項 (7）その他重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっています。 

 同   左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっています。 

 同   左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ────── 

 連結調整勘定については、発生日以降５年間で均等

償却を行っています。 

  

────── ６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

   のれん及び負ののれんについては、発生日以降５年

間で均等償却を行っています。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ────── 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ています。 

 また、持分法適用に当たっては、確定した利益処分

を基礎として連結決算を行っています。 

  

  

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取得

日から３カ月以内に満期日の到来する流動性の高い容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資からなります。 

 同   左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しています。 

 これにより税金等調整前当期純利益は、363百万円減少

しています。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しています。

 ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ────── 

  

  

（役員賞与に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しています。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ60百万円減少しています。 

 ────── 

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しています。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

116,655百万円であります。また、連結財務諸表規則の改

正により、当連結会計年度における当連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作

成しています。 



表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（連結損益計算書関係） （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含

めていました「為替差益」は、営業外収益総額の100分の

10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することと

しました。 

 なお、前連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含まれている「為替差益」は98百万円です。 

  ────── 

 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めていました「たな卸資産評価損」は、営業外費用総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記す

ることとしました。 

 なお、前連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含まれている「たな卸資産評価損」は60百万円です。 

  ────── 

  ────── 

  

  前連結会計年度において、区分掲記されていました「貸

倒引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含まれている「貸倒引当金繰入額」は17百万円です。 

  

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 確定給付型の退職給付制度として、適格退職年金制度

及び退職一時金を設けていましたが、適格退職年金制度

につきましては、平成18年２月１日にて同制度を廃止し

ています。資産につきましては確定拠出年金制度へ移管

し、残額を退職一時金制度へ移行しています。 

 これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準委員会 平成14年１月31日 企業会

計基準適用指針第１号）に基づき、「適格退職年金制度

廃止費用」として特別損失717百万円計上しています。 

  ────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

（注）１ （注）１ 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券（株式） 11,613百万円 

その他（出資金） 2,715 〃 

投資有価証券（株式） 11,914百万円 

その他（出資金） 1,186 〃 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

 有形固定資産のうち  有形固定資産のうち 

建物及び構築物 292百万円 

機 械 装 置 0 〃 

土     地 146 〃 

合   計 439 〃 

建物及び構築物 210百万円 

土     地 280 〃 

合   計 491 〃 

は、下記の債務の担保に供しています。 は、下記の債務の担保に供しています。 

１年内返済予定の 

       長期借入金 
36百万円 

合   計 36 〃 

長期借入金 742百万円 

１年内返済予定の 

       長期借入金 
55   〃 

合   計 797 〃 

※３ 土地の再評価法の適用 ※３ 土地の再評価法の適用 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31

日公布法律第24号、平成13年３月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

再評価差額については、当該再評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上していま

す。 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31

日公布法律第24号、平成13年３月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

再評価差額については、当該再評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上していま

す。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第３号に定める地方税法第341条第10号の土地課

税台帳に登録されている価格に合理的な調整を

行い算出しています。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第３号に定める地方税法第341条第10号の土地課

税台帳に登録されている価格に合理的な調整を

行い算出しています。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末におけ

る時価と再評価後の帳簿価額との差額 

……△3,316百万円 ……△3,638百万円 

 



前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※４ 連結調整勘定 ※４ のれん及び負ののれん 

 無形固定資産の「その他」に連結調整勘定225百

万円が含まれています。 

 無形固定資産の「その他」にのれん96百万円が

含まれています。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式103,212,942

株です。 

※５  ────── 

※６ 自己株式の保有数 ※６  ────── 

 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株

式の数は以下の通りです。 

  

普通株式 271,912株   

※７ ────── ※７ 当連結会計年度末日満期手形 

 当連結会計年度末日満期手形の会計処理につ

いては、当連結会計年度の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行われたものとし

て処理しています。 

 当連結会計年度末日満期手形の金額は次の通

りです。 

  

受取手形 1,031 百万円

支払手形 1,990 〃 

（注）２ 保証債務 （注）２ 保証債務 

 下記の会社の借入金に対し、保証債務があり

ます。 

 下記の会社の借入金に対し、保証債務があり

ます。 

旭友不動産㈱ 1,360百万円 

艾迪科精細化工（常熟） 

有限公司 

586 〃 

アデカファインケミカル 

タイランドCO.,LTD. 

276 〃 

阿洒旭精細化工（上海） 

有限公司 

233 〃 

旭友産業㈱ 199 〃 

伊藤製パン㈱ 80 〃 

艾迪科食品（常熟） 

有限公司 

30 〃 

その他 0 〃 

合   計 2,767 〃 

艾迪科食品（常熟） 

有限公司 

368 百万円

ADEKA FINE CHEMICAL

(THAILAND)CO.,LTD. 

337 〃 

上原食品工業㈱ 270 〃 

旭友産業㈱ 89 〃 

伊藤製パン㈱ 80 〃 

その他 0  〃  

合   計 1,144 〃 

（注）３ 受取手形割引高           747百万円 （注）３ ────── 

（注）４ ────── （注）４ 売上債権の流動化 

   売上債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行

なっており、手形債権流動化取引による買戻し

義務があります。 

  手形債権流動化取引による

買戻義務 

321 百万円

合   計 321 〃 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 

 主要な費目及び金額は以下の通りです。  主要な費目及び金額は以下の通りです。 

販売運賃 6,379百万円 

給与及び賞与 4,849 〃 

開発研究費 3,256 〃 

賞与引当金繰入額 799 〃 

退職給付引当金繰入額 345 〃 

貸倒引当金繰入額 195 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 138 〃 

販売運賃 6,505百万円 

給与及び賞与 5,164 〃 

開発研究費 3,448 〃 

賞与引当金繰入額 823 〃 

退職給付引当金繰入額 367 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 165 〃 

役員賞与引当金繰入額 60 〃 

貸倒引当金繰入額 41  〃  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

     6,656百万円           7,014百万円 

※３ 投資有価証券評価損 ※３ ────── 

 商法施行規則第32条の規定による株式の評価減額

です。 

  

※４ 固定資産廃棄損の内容は、以下の通りです。 ※４ 固定資産廃棄損の内容は、以下の通りです。 

建物及び構築物 75百万円 

機械装置及び運搬具 259 〃 

その他 57 〃 

建物及び構築物 137百万円 

機械装置及び運搬具 244 〃 

その他 131 〃 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しています。 

 当社グループにおいて静岡県富士市の土地を工場

用地として取得し、また福島県相馬市の土地は社宅

用地として取得しましたが、将来の利用計画が定ま

っておらず遊休状態にあり、継続的な地価の下落が

生じているため、当該資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額363百万円を減損損失とし

て特別損失に計上しています。 

 その内訳は、静岡県富士市337百万円、福島県相馬

市26百万円であります。 

 なお、当社グループは事業資産については管理会

計上の区分（工場別・セグメント別）に基づきグル

ーピングを行い、遊休資産については個別物件ごと

にグルーピングを行っています。 

 また、当資産グループの回収可能額は、正味売却

価額により測定しており、正味売却価額について

は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額から、処

分見込額を控除した額によっています。 

場所 用途 種類 

静岡県富士市  遊休資産  土地  

福島県相馬市  遊休資産  土地  

※５ ────── 

  

  



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加189,000株は、ストックオプションの行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の増加6,435株は、単元未満株式の買取りによる増加6,190株、持分法適用会社が取得し

  た自己株式（当社株式）の当社帰属分245株が含まれています。 

２．新株予約権に関する事項 

（注）１．平成13年新株予約権の当期減少は、新株予約権の行使によるもの189,000株、権利喪失のよるものが5,000株

であります。 

２．上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末 
 株式数（株） 

当連結会計年度 
 増加株式数（株）

当連結会計年度 
 減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式数        

普通株式（注）１ 103,212,942 189,000 － 103,401,942 

合計 103,212,942 189,000 － 103,401,942 

自己株式数        

普通株式（注）２ 271,912 6,435 － 278,347 

合計 271,912 6,435 － 278,347 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 
平成13年新株予約権 普通株式 600,000 － 194,000 406,000 － 

合計 － 600,000 － 194,000 406,000 － 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 1,236 12 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

平成18年11月15日 

取締役会 
普通株式 1,134 11 平成18年９月30日 平成18年12月７日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 1,135  利益剰余金 11 平成19年３月31日 平成19年６月25日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,786百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △540 〃 

有価証券勘定に含まれるMMFの内、

現金及び現金同等物となるもの 
3,806 〃 

現金及び現金同等物 14,052 〃 

現金及び預金勘定 15,563百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △856 〃 

有価証券勘定に含まれるMMFの内、

現金及び現金同等物となるもの 
3,313 〃 

現金及び現金同等物 18,020 〃 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

   
機械装置及
び運搬具 

  その他   合計 

    百万円  百万円  百万円

取得価額相当額   413   577   991 

減価償却累計額相

当額 
  218   317   535 

期末残高相当額   194   260   455 

   
機械装置及
び運搬具 

  その他   合計 

    百万円  百万円  百万円

取得価額相当額   400   677   1,077 

減価償却累計額相

当額 
  234   290   525 

期末残高相当額   165   386   552 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」によって算出しています。 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」によって算出しています。 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 171百万円 

１年超 284 〃 

合  計 455 〃 

１年以内 176百万円 

１年超 375 〃 

合  計 552 〃 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利子込み法」によって算

出しています。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利子込み法」によって算

出しています。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 187百万円 

減価償却費相当額 187 〃 

支払リース料 205百万円 

減価償却費相当額 205 〃 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

同   左 

オペレーティングリース取引 オペレーティングリース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 0百万円 

１年超 － 〃 

合  計 0 〃 

１年以内 53百万円 

１年超 510 〃 

合  計 563 〃 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

 同   左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券 

区   分 前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

種   類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
           

① 株   式 7,198 18,709 11,511 7,885 17,934 10,049 

② 債   券 13 13 0 － － － 

③ そ の 他 397 539 142 898 1,026 127 

小   計 7,608 19,262 11,653 8,783 18,961 10,177 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
           

① 株   式 911 881 △30 479 425 △53 

② 債   券 60 59 △0 60 59 △0 

③ そ の 他 1,203 1,197 △6 1,203 1,190 △13 

小   計 2,175 2,137 △37 1,742 1,675 △67 

合   計 9,784 21,400 11,616 10,526 20,636 10,109 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

253 33 － 289 109 1 

内   容 前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

① 非上場株式 4,412 4,350 

② 非上場債券 12 10 

③ ＭＭＦ 3,817 3,333 

④ その他 36 29 



４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

種   類 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

① 債   券                

公 社 債 等 13 59 － － － 60 － － 

そ の 他 1 7 3 － 0 8 1 － 

② そ の 他 2 589 1,000 － 105 1,470 － － 

合   計 17 656 1,004 － 106 1,538 1 － 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社は、通貨関連においては為替予約取引を、金利関

連においては、当社及び一部子会社は金利スワップ取引

を行っています。 

同    左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社及び一部子会社のデリバティブ取引は、すべて実

際の取引の範囲内で行っており、投機的な取引は行わな

い方針です。 

 なお、為替予約取引は、予約額において決済金額を超

えないよう、また、予約日においては、決済日に一致さ

せるように行っています。 

 また、金利スワップ取引は、実際の調達額の範囲内で

行っています。 

同    左 

  

  

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 当社及び一部子会社では、為替・金利の変動リスクを

ヘッジする目的並びに支払利息を低減する目的で利用し

ています。 

同    左 

(4）取引にかかるリスクの内容 (4）取引にかかるリスクの内容 

 為替・金利関連におけるデリバティブ取引は、将来

の為替・金利変動による市場リスクと取引相手の債務

不履行に係る信用リスクがあります。デリバティブ取

引は、実際の取引額の一部をヘッジする目的で行われ

ているため、これから発生する市場リスクは、実際の

取引的なものと判断しています。 

 また、これらの取引相手は、信用度の高い金融機関

と行っており、信用リスクはないと認識しています。 

同    左 

(5）取引にかかるリスク管理体制 (5）取引にかかるリスク管理体制 

 当社及び一部子会社のデリバティブ取引は、社内規定

に基づき決裁を受けており、その取引の内容は、定期的

に関係役員に報告を行っています。 

同    左 



２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1）通貨関連 

 （注） 

(2）金利関連 

 （注） 

次へ 

区分 種類 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取

引以外

の取引 

為替予約取引                

買  建                

シンガポールド

ル 
－ － － － 1,446 － 1,452 5 

売  建                  

ユーロ 666 － 676 △9 773 － 785 △11 

合   計 － － － △9 － － － △6 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

時価の算定方法 時価の算定方法 

為替予約取引 同    左 

 先物為替相場によっています。  

種類 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

契約額等 
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
5,883 5,883 △13 △13 5,740 5,740 △21 △21 

合   計 5,883 5,883 △13 △13 5,740 5,740 △21 △21 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

時価の算定方法 時価の算定方法 

金利スワップ取引 同    左 

 取引金融機関から提示された価格によっています。   



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度とし

て退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職

等に際して支払時に割増退職金を支払う場合がありま

す。 

 なお、その他の国内子会社は、中小企業退職共済制度

に加入しています。 

 また、確定給付型の退職給付制度として、適格退職年

金制度及び退職一時金を設けていましたが、適格退職年

金制度につきましては、平成18年２月１日にて同制度を

廃止しています。資産につきましては確定拠出年金制度

へ移管し、残額を退職一時金制度へ移行しています。 

 当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度とし

て退職一時金制度を設けているほか、確定拠出型の退職

給付制度も設けています。 

 なお、その他の国内子会社は、中小企業退職共済制度

に加入しています。 

 また、従業員の退職等に際して支払時に割増退職金を

支払う場合があります。 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

イ 退職給付債務（百万円） △11,715 △11,925 

ロ 年金資産（百万円） － － 

ハ 未積立退職給付債務（百万円）（イ＋ロ） △11,715 △11,925 

ニ 未認識過去勤務債務（百万円） 2,222 2,090 

ホ 未認識数理計算上の差異（百万円） 1,216 1,256 

ヘ 連結貸借対照表計上額純額（百万円） 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△8,276 △8,578 

ト 前払年金費用（百万円） － － 

チ 退職給付引当金（百万円）（ヘ－ト） △8,276 △8,578 



３．退職給付費用に関する事項 

 （注）１．前連結会計年度のイからホには平成18年２月１日廃止時点までの適格退職年金制度に関する費用が含まれて

います。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しています。 

３．上記トは、適格退職年金制度の廃止に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基

準委員会 平成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１号）に基づき計算し、特別損失に計上していま

す。 

４．上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連結子会社において、確定拠出型等の退職給付費用として当連

結会計年度は128百万円、前連結会計年度は125百万円を計上しています。 

４．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

イ 勤務費用（百万円）（注）２ 669 649 

ロ 利息費用（百万円） 291 226 

ハ 期待運用収益（百万円） △77 － 

ニ 過去勤務債務の費用処理額 

（百万円） 
22 132 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 211 95 

ヘ 退職給付費用（百万円） 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
1,117 1,102 

ト 適格退職年金制度廃止費用（百万円） 

  （注３） 
717 － 

計（百万円） 1,835 1,102 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同   左 

ロ 割引率 主に2.1％ 同   左 

ハ 期待運用収益率 主に2.1％ － 

ニ 過去勤務債務の処理年数 発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により費用処理していま

す。 

同   左 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法に

より、それぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理していま

す。 

同   左 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しています。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  平成13年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
 当社取締役         14名 

 当社従業員      1,068名  

ストック・オプション数  普通株式   2,076,000株 

付与日  平成13年８月１日 

権利確定条件 

 平成13年６月27日時点で、当社取締役、理事の資格を有す

る者、管理職及び平成13年４月１日時点で勤続10年以上の

従業員のいずれかに該当する者  

対象勤務期間  自平成13年８月１日 至平成15年６月30日 

権利行使期間  ４年間（自平成15年７月１日 至平成19年６月30日）  

  平成13年ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前連結会計年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前連結会計年度末 600,000 

権利確定 － 

権利行使 189,000 

失効 5,000 

未行使残 406,000 

  平成13年ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 848 

行使時平均株価     （円） 1,409 

公正な評価単価（付与日）（円） － 



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （注） 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

います。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

繰延税金資産    

賞与引当金損金算入限度超過額 801百万円 

未払事業税否認 276 〃 

退職給付引当金損金算入限度超過額 3,292 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過額 376 〃 

投資損失引当金損金算入限度超過額 147 〃 

固定資産減損損失否認 146 〃 

株式評価損否認 172 〃 

その他の投資評価損否認 98 〃 

役員退職慰労引当金否認 197 〃 

未実現利益 149 〃 

その他 758 〃 

繰延税金資産小計 6,417 〃 

評価性引当額 △1,307 〃 

繰延税金資産合計 5,110 〃 

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金 △145 〃 

その他有価証券評価差額金 △4,681 〃 

その他 △292 〃 

繰延税金資産の純額 △10 〃 

繰延税金資産    

賞与引当金 815百万円 

未払事業税否認 263 〃 

退職給付引当金 3,442 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過額 386 〃 

投資損失引当金損金算入限度超過額 191 〃 

固定資産減損損失否認 146 〃 

株式評価損否認 153 〃 

その他の投資評価損否認 103 〃 

役員退職慰労引当金否認 164 〃 

未実現利益 311 〃 

その他 628 〃 

繰延税金資産小計 6,606 〃 

評価性引当額 △1,438 〃 

繰延税金資産合計 5,167 〃 

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金 △143 〃 

その他有価証券評価差額金 △4,020 〃 

その他 △182 〃 

繰延税金資産の純額 821 〃 

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

流動資産－繰延税金資産 1,741百万円 1,694百万円 

固定資産－繰延税金資産 179 〃 247 〃 

流動負債－その他 △2 〃 △26 〃 

固定負債－繰延税金負債 △1,929 〃 △1,094 〃 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後

の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の5以下であるため、注記を省略しています。 

 同    左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
化学品 

（百万円） 
食品 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 115,494 44,759 4,789 165,043 － 165,043 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
222 41 9,967 10,231 (10,231) － 

計 115,717 44,801 14,756 175,275 (10,231) 165,043 

営業費用 100,791 42,947 14,233 157,972 (10,214) 147,757 

営業利益 14,925 1,854 523 17,302 (17) 17,285 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
           

資産 115,947 43,276 7,166 166,391 24,033 190,424 

減価償却費 4,321 1,725 11 6,058 (67) 5,990 

減損損失 363 － － 363 － 363 

資本的支出 6,470 2,015 116 8,602 (79) 8,522 

 
化学品 

（百万円） 
食品 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 122,102 44,955 7,226 174,284 － 174,284 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
274 45 10,763 11,084 (11,084) － 

計 122,377 45,001 17,989 185,368 (11,084) 174,284 

営業費用 108,040 43,560 17,103 168,703 (11,044) 157,659 

営業利益 14,336 1,441 886 16,664 (39) 16,624 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
           

資産 132,265 44,182 11,841 188,289 20,028 208,318 

減価償却費 4,835 1,773 35 6,644 (63) 6,581 

資本的支出 9,219 2,597 25 11,843 (58) 11,784 



 （注）１．事業区分は取扱い製品の種類・性質によっています。 

２．各事業区分の主要製品 

３．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は28,733百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は26,186百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

事業区分 主要製品 

化学品 

情報・電

子化学品 

高純度半導体材料、電子基盤エッチングシステム及び薬剤、画像材料、特殊材

料、光記録材料、光硬化樹脂、その他 

機能化学

品 

可塑剤、安定剤、ポリオレフィン用添加剤、難燃剤、界面活性剤、潤滑油添加

剤、金属加工油、厨房用洗浄剤、蓄冷熱製品、エポキシ樹脂、ポリウレタン原

料、水系エポキシ・ウレタン、水膨張性ゴム弾性シール材、その他 

汎用化学

品 

か性ソーダ、珪酸ソーダ、コロイダルシリカ、脂肪酸、グリセリン、金属石鹸、

プロピレングリコール、過酸化水素及び誘導品、その他 

食 品 

マーガリン・ファットスプレッド、ショートニング、ラード、チョコレート用油

脂、食用油、食用硬化油、ホイップクリーム、各種フィリング、濃縮乳タイプク

リーム、冷凍パイ生地、マヨネーズ・ドレッシング、冷凍水産加工品、食品添加

物製剤、その他 

その他 
設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫業、

車輌等のリース、不動産業、保険代理業、その他 



【所在地別セグメント情報】 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．国又は地域の区分の変更 

当連結会計年度において、アジア地域の売上高が全体の10％以上になったため、従来「日本」、「その他」

で表示していた地域区分を「日本」、「アジア」、「その他」に変更しています。 

なお、前連結会計年度において、「その他」の地域に含まれていた「アジア」の売上高は10,311百万円、営

業利益は359百万円、資産は6,312百万円です。 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．当連結会計年度より、当連結グループの海外事業展開に鑑み、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）

及び長期投資資金（投資有価証券）等を全社資産としました。当連結会計年度の資産のうち、消去又は全社

の項目に含めた全社資産の金額は、26,186百万円です。 

 前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）  

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円）

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 142,246 13,774 9,022 165,043 － 165,043 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
5,904 6,091 108 12,105 (12,105) － 

計 148,151 19,866 9,130 177,148 (12,105) 165,043 

 営業費用 132,190 18,949 8,879 160,019 (12,261) 147,757 

 営業利益 15,961 917 251 17,129 156 17,285 

Ⅱ 資産 179,123 10,723 6,913 196,761 (6,336) 190,424 

 当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
その他 

（百万円）
計 

（百万円）

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 145,517 17,996 10,770 174,284 － 174,284 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
9,423 7,513 70 17,007 (17,007) － 

計 154,940 25,510 10,841 191,291 (17,007) 174,284 

 営業費用 139,865 24,252 10,480 174,598 (16,939) 157,659 

 営業利益 15,074 1,258 361 16,693 (68) 16,624 

Ⅱ 資産 167,349 17,969 7,670 192,989 15,328 208,318 



【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当する事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 １．役員及び個人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  （注）１．当社役員である後町真男の近親者が経営する会社です。 

    ２．原材料等の購入については、複数の見積りを入手し、市場価格を勘案して発注先及び価格を決定していま

す。  

３．取引金額には消費税等を含めていません。期末残高には消費税等を含めています。 

  アジア  その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 25,894 11,311 37,206 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  － － 165,043 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
15.7 6.8 22.5 

  アジア  その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,924 13,181 41,106 

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  －  174,284 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.0 7.6 23.6 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内
容又は 
職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 
 (注3）  

科目 
期末残高
(百万円)
 (注3） 役員の

兼任等
事業上 
関係  

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を所有している

会社等 

㈱寶商店 

 (注1） 
東京都墨田区 10 

化学製品

の販売 
 なし    ―  

先方製

品を購

入 

原材料

を購入 

 (注2）

32 買掛金 14 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

（重要な後発事象） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,075円17銭    1,131円22銭 

１株当たり当期純利益 88円47銭   90円84銭 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
87円55銭   90円39銭 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（百万円） 9,133 9,358 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 66 － 

  （うち利益処分による役員賞与金） (66) (－) 

普通株式にかかる当期純利益（百万円） 9,066 9,358 

期中平均株式数（千株） 102,479 103,019 

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 1,078 512 

  （うち新株予約権の行使（千株）） (1,078) (512) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）前期末残高及び当期末残高のカッコ内の数値は、１年内償還社債です。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下の通りで

す。 

３．その他の有利子負債はありません。 

(2）【その他】 

 特記すべき事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

ADEKAクリーンエイド

㈱ 

 第１回無担保社債 

(設備資金及び借入金返済) 

平成16年 

３月22日 

80 

(80) 

－ 

(－) 
0.48 無 

平成19年 

３月22日 

合計 － － 
80 

(80) 

－ 

(－) 
－ － － 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 9,892 14,178 2.216 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 900 641 3.725 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 6,623 10,353 2.066 
平成20年４月～ 

   平成39年３月 

合計 17,417 25,172 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 687 2,907 5,469 706 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１．現金及び預金     6,276     7,211  

２．受取手形 ※５   6,324     5,539  

３．売掛金     23,964     29,064  

４．有価証券     3,823     3,419  

５．製品     7,714     8,227  

６．半製品     449     437  

７．原材料     4,885     5,137  

８．仕掛品     3,123     3,555  

９．貯蔵品     2,519     3,350  

10．前払費用     131     139  

11．繰延税金資産     1,341     1,136  

12．未収入金     2,036     2,066  

13．短期貸付金     1,900     1,900  

14．その他     810     920  

15．貸倒引当金     △19     △57  

流動資産合計     65,281 40.9   72,047 42.5 

Ⅱ 固定資産              

１．有形固定資産              

(1）建物   23,605     28,209    

減価償却累計額   13,842 9,763   14,404 13,805  

(2）構築物   11,582     11,819    

減価償却累計額   9,335 2,247   9,486 2,333  

(3）機械及び装置   76,850     79,276    

減価償却累計額   57,924 18,925   59,647 19,628  

(4）車輌及び運搬具   283     286    

減価償却累計額   219 64   228 58  

(5）工具器具及び備品   14,610     14,797    

減価償却累計額   11,579 3,031   11,619 3,177  

(6）土地 ※４   18,560     18,593  

(7）建設仮勘定     2,330     1,321  

有形固定資産計     54,923 34.4   58,917 34.8 

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

２．無形固定資産              

(1）特許権     202     211  

(2）借地権     104     104  

(3）ソフトウェア     371     430  

(4）その他     50     58  

無形固定資産計     728 0.4   804 0.5 

３．投資その他の資産              

(1）投資有価証券     25,463     24,576  

(2）関係会社株式     8,912     8,973  

(3）関係会社出資金     2,894     2,894  

(4）長期貸付金     6     6  

(5）従業員長期貸付金     34     31  

(6）関係会社長期貸付金     1,222     1,043  

(7）長期前払費用     220     196  

(8）その他     1,274     1,236  

(9）貸倒引当金     △901     △902  

 (10）投資損失引当金     △365     △475  

投資その他の資産計     38,761 24.3   37,581 22.2 

固定資産合計     94,413 59.1   97,303 57.5 

資産合計     159,695 100.0   169,350 100.0 

               
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１．支払手形 ※５   4,317     3,650  

２．買掛金     16,059     20,368  

３．短期借入金     5,000     5,000  

４．１年内返済予定の長期
借入金 

    2     2  

５．未払金 ※１   206     113  

６．未払費用     3,176     2,958  

７．未払法人税等     3,912     3,545  

８．預り金     241     273  

９．賞与引当金     1,613     1,610  

10．役員賞与引当金     －     45  

11．設備関係未払金     2,334     3,924  

12．手形取立代行預り金     2,117     559  

13．その他     158     183  

流動負債合計     39,139 24.5   42,235 24.9 

Ⅱ 固定負債              

１．長期借入金     5,026     7,023  

２．繰延税金負債     1,539     830  

３．再評価に係る繰延税金
負債 

 ※４   4,732     4,732  

４．退職給付引当金     7,347     7,573  

５．役員退職慰労引当金     402     287  

６．長期預り金     1,668     1,665  

固定負債合計     20,715 13.0   22,112 13.1 

負債合計     59,855 37.5   64,347 38.0 

               
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）              

Ⅰ 資本金 ※２   22,713 14.2   － － 

Ⅱ 資本剰余金              

１．資本準備金   19,739     －    

資本剰余金合計     19,739 12.4   － － 

Ⅲ 利益剰余金              

１．利益準備金   1,096     －    

２．任意積立金              

(1）配当準備積立金   90     －    

(2）固定資産圧縮積立金   222     －    

(3）別途積立金   34,241     －    

３．当期未処分利益   11,773     －    

利益剰余金合計     47,423 29.7   － － 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４   3,333 2.1   － － 

Ⅴ その他有価証券 
      評価差額金 

    6,777 4.2   － － 

Ⅵ 自己株式 ※３   △148 △0.1   － － 

資本合計     99,839 62.5   － － 

負債・資本合計     159,695 100.0   － － 

               
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本              

１．資本金     － －   22,793 13.5 

２．資本剰余金              

(1）資本準備金   －     19,819    

資本剰余金合計      － －   19,819 11.7 

３．利益剰余金              

(1）利益準備金   －     1,096    

(2）その他利益剰余金              

配当準備積立金   －     90    

固定資産圧縮積立金   －     213    

別途積立金   －     40,241    

繰越利益剰余金   －     11,621    

利益剰余金合計      － －   53,261 31.4 

４．自己株式     － －   △158 △0.1 

株主資本合計      － －   95,717 56.5 

Ⅱ 評価・換算差額等              

１．その他有価証券評価差
額金 

    － －   5,952 3.5 

２．土地再評価差額金 ※４   － －   3,333 2.0 

評価・換算差額等合計      － －   9,285 5.5 

純資産合計      － －   105,003 62.0 

負債・純資産合計      － －   169,350 100.0 

               



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高              

１．売上高     122,283 100.0   126,593 100.0 

Ⅱ 売上原価              

１．期首製品たな卸高   7,103     7,714    

２．当期製品製造原価 ※１ 63,713     67,320    

３．当期商品仕入高   24,986     26,663    

合計   95,802     101,698    

４．期末製品たな卸高   7,714     8,227    

５．他勘定振替高 ※２ 45 88,042 72.0 35 93,435 73.8 

売上総利益     34,240 28.0   33,158 26.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   19,243 15.7   19,263 15.2 

営業利益     14,997 12.3   13,894 11.0 

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息   83     89    

２．受取配当金   741     836    

３．賃貸料   89     94    

４．為替差益   162     －    

５．その他   183 1,260 1.0 135 1,155 0.9 

Ⅴ 営業外費用              

１．支払利息   137     127    

２．出向者差額負担金   206     264    

３．たな卸資産廃棄損   249     281    

４．たな卸資産評価損   －     199    

５．貸倒引当金繰入額   133     －    

６．その他   217 943 0.8 254 1,127 0.9 

経常利益     15,314 12.5   13,922 11.0 

 



   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益              

１．投資有価証券売却益    －     73    

２．投資損失引当金戻入益   － － － 365 438 0.3

Ⅶ 特別損失              

１．固定資産廃棄損 ※４ 378     502    

２．減損損失 ※５ 363     －    

３．投資有価証券評価損 ※３ 164     81    

４．関係会社株式評価損   －     53    

５．その他の投資評価損   －     3    

６．投資損失引当金繰入額   －     475    

７．適格退職年金制度廃止
費用 

  597     －    

８．製品自主回収費用   － 1,503 1.2 73 1,189 0.9 

税引前当期純利益     13,811 11.3   13,171 10.4 

法人税、住民税及び事業
税 

  5,686     4,783    

法人税等調整額   △114 5,571 4.6 128 4,911 3.9 

当期純利益     8,240 6.7   8,259 6.5 

前期繰越利益     4,154     －  

中間配当額     819     －  

土地再評価差額金取崩額     199     －  

当期未処分利益     11,773     －  

               



製造原価明細書 

 （注）※１ 主な内訳は、以下の通りです。 

※２ 他勘定振替高の主な内訳は、以下の通りです。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、総合原価計算を採用しています。 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区   分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   42,595 66.3 45,944 67.5 

Ⅱ 労務費   9,582 14.9 9,547 14.0 

Ⅲ 経費 ※１ 12,067 18.8 12,547 18.5 

当期総製造費用   64,246 100.0 68,039 100.0 

他勘定振替高 ※２ 181   299  

差引当期総製造費用   64,064   67,740  

期首半製品仕掛品たな
卸高 

  3,220   3,572  

期末半製品仕掛品たな
卸高 

  3,572   3,992  

当期製品製造原価   63,713   67,320  

           

項目 前事業年度 当事業年度 

減価償却費（百万円） 4,945 5,022 

蒸気費（百万円） 1,852 2,166 

電力費（百万円） 923 984 

修繕費（百万円） 703 700 

項目 前事業年度 当事業年度 

営業外費用（百万円） 181 299 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

   
前事業年度 

（平成18年６月27日株主総会承認） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益     11,773 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

固定資産圧縮積立金取崩額   5 5 

合計     11,779 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金   1,236  

２．役員賞与金   50  

（うち監査役分）   (3)  

３．任意積立金      

(1）別途積立金   6,000 7,286 

Ⅳ 次期繰越利益     4,492 

       



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）             

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分事項です。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰 
余金 
合計 

配当準
備積立
金 

固定資
産圧縮
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

22,713 19,739 19,739 1,096 90 222 34,241 11,773 47,423 △148 89,728 

事業年度中の変動額                      

新株の発行 80 80 80               160 

剰余金の配当（注）               △1,236 △1,236   △1,236 

剰余金の配当               △1,134 △1,134   △1,134 

役員賞与（注）               △50 △50   △50 

圧縮積立金の取崩（注）           △5   5       

圧縮積立金の取崩           △3   3       

別途積立金の積立（注）             6,000 △6,000       

当期純利益               8,259 8,259   8,259 

自己株式の取得                   △9 △9 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                      

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

80 80 80 － － △9 6,000 △152 5,838 △9 5,988 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

22,793 19,819 19,819 1,096 90 213 40,241 11,621 53,261 △158 95,717 

 

評価・換算差額等 

純資産合
計 

その他
有価証
券評価
差額金 

土地再
評価差
額金 

評価・
換算差
額等合
計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

6,777 3,333 10,110 99,839 

事業年度中の変動額        

新株の発行       160 

剰余金の配当（注）       △1,236 

剰余金の配当       △1,134 

役員賞与（注）       △50 

圧縮積立金の取崩（注）       － 

圧縮積立金の取崩       － 

別途積立金の積立（注）       － 

当期純利益       8,259 

自己株式の取得       △9 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△825 － △825 △825 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△825 － △825 5,163 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

5,952 3,333 9,285 105,003 



重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっています。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

   同    左 

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 株式については、決算期末前１ヵ月の市場価格

等の平均、それ以外については決算期末日の市場

価格等に基づく時価法（時価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）によっています。 

時価のあるもの 

 株式については、決算期末前１ヵ月の市場価格

等の平均、それ以外については決算期末日の市場

価格等に基づく時価法（時価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっています。  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっています。 

時価のないもの 

 同    左 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

 時価法によっています。   同    左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 原料・貯蔵品については、移動平均法による低価

法、製品・半製品・仕掛品については総平均法による

低価法によっています。 

  同    左 

４ 固定資産の減価償却の方法 ４ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 建物（建物附属設備を除く）及び機械装置は定額

法、その他は定率法によっています。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りです。 

 同    左 

建物 ３年～50年

構築物 ３年～60年

機械 ７年～17年

 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアは、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっています。 

 その他の無形固定資産は定額法によっています。 

   同    左 

 



前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ 引当金の計上基準 ５ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸倒

れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しています。 

   同    左 

(2）投資損失引当金 (2）投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該

会社の財政状況及び回収可能性を勘案して必要額を

計上しています。 

    同    左 

(3）賞与引当金 (3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額を計上しています。 

   同    左 

  ────── (4）役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を計上していま

す。 

(4）退職給付引当金 (5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しています。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理しています。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度

より費用処理することとしています。 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度

末において発生していると認められる額を計上して

います。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理しています。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度

より費用処理することとしています。 

(5）役員退職慰労引当金 (6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職により支給する役員退職慰労金に充て

るため、内規に基づく期末要支給額を計上していま

す。 

   同    左 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 ６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま

す。 

  同    左 

７ リース取引の処理方法 ７ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

  同    左 

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 ８ その他財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理について (1）消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっています。 

   同    左 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しています。 

 これにより税金等調整前当期純利益は、363百万円減少

しています。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該資産の金額から直接控除しています。 

 ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ────── 

  

  

（役員賞与に関する会計基準） 

  当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）

を適用しています。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ45百万円減少しています。 

 ────── 

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しています。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

105,003百万円であります。また、財務諸表等規則の改正

により、当事業年度における当貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の財務諸表等規則により作成していま

す。 



表示方法の変更 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

当事業年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（損益計算書関係） （損益計算書関係） 

  ────── 

  

  前事業年度において、区分掲記されていました「貸倒

引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10以下と

なったため、営業外費用の「その他」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当事業年度において「その他」に含まれている

「貸倒引当金繰入額」は37百万円です。 

  

  ────── 

  

  前事業年度において、営業外費用の「その他」に含め

ていました「たな資産卸評価損」は営業外費用の100分の

10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとし

ました。 

 なお、前事業年度において営業外費用の「その他」に

含まれている「たな卸資産評価損」は28百万円です。 

  



追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 確定給付型の退職給付制度として、適格退職年金制度

及び退職一時金制度を設けていましたが、適格退職年金

制度については、平成18年２月１日にて同制度を廃止し

ています。資産については確定拠出年金制度へ移管し、

残額を退職一時金制度へ移行しています。 

 これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準委員会 平成14年１月31日 企業会

計基準適用指針第１号）に基づき,「適格退職年金制度廃

止費用」として特別損失に597百万円を計上しています。 

  ────── 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

（注）１ （注）１ 

※１ 未払消費税等195百万円は、流動負債の未払金に

含めて表示しています。 

※１ 未払消費税等98百万円は、流動負債の未払金に

含めて表示しています。 

※２ 授権株数 普通株式 400,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 103,212,942株 

※２ ──────    

     

※３ 自己株式の保有数 ※３ ────── 

普通株式 155,423株      

※４ 土地の再評価法の適用 ※４ 土地の再評価法の適用 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31

日公布法律第24号、平成13年３月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行って

います。 

 なお、再評価差額については、当該再評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

しています。 

 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31

日公布法律第24号、平成13年３月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行って

います。 

 なお、再評価差額については、当該再評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しています。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第３号に定める地方税法第341条第10号の土地課

税台帳に登録されている価格に合理的な調整を

行い算出しています。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行

令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第３号に定める地方税法第341条第10号の土地課

税台帳に登録されている価格に合理的な調整を

行い算出しています。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額…… △3,316百万円 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額…… △3,638百万円 

※５ ────── ※５  当事業年度末日満期手形 

 当事業年度末日満期手形の会計処理について

は、当事業年度の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理し

ています。 

 当事業年度の末日満期手形の金額は次の通り

です。 

  

受取手形 590 百万円

支払手形 1,320 〃 

 



前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

（注）２ 保証債務 （注）２ 保証債務 

 下記の会社の借入金に対し、保証債務がありま

す。 

 下記の会社の借入金に対し、保証債務があり

ます。 

旭友産業㈱ 199百万円 

旭友不動産㈱ 1,360 〃 

アサヒ・ファインフーズ㈱ 68 〃 

伊藤製パン㈱ 80 〃 

艾迪科精細化工（常熟） 

有限公司 

586 〃 

阿洒旭精細化工（上海） 

有限公司 

233 〃 

台湾艾迪科精密化学 

股份有限公司 

543 〃 

アデカファインケミカル 

タイランドCO.,LTD． 

276 〃 

艾迪科食品（常熟） 

有限公司 

30 〃 

合   計 3,378 〃 

ADEKAライフクリエイト㈱ 1,283百万円 

台湾艾迪科精密化学 

股份有限公司 

716 〃 

艾迪科精細化工（常熟） 

有限公司 

547 〃 

艾迪科精細化工（上海） 

有限公司 

406 〃 

艾迪科食品（常熟） 

有限公司 

368 〃 

ADEKA FINE CHEMICAL  

(THAILAND) CO.,LTD. 

337 〃 

上原食品工業㈱ 270 〃 

旭友産業㈱ 89 〃 

伊藤製パン㈱ 80 〃 

艾迪科（上海）貿易 

有限公司 

70 〃 

ADEKAファインフーズ㈱ 11 〃 

合   計 4,180 〃 

   また、下記の会社の手形債権流動化取引に対

し、保証債務があります。 

  ADEKA食品販売㈱ 43百万円 

ADEKAケミカルサプライ㈱ 30 〃 

合   計 74 〃 

（注）３ ────── （注）３ 売上債権の流動化 

   売上債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行

なっており、手形債権流動化取引による買戻し

義務があります。 

  手形債権流動化取引による

買戻義務 

247 百万円

合   計 247 〃 

（注）４ 関係会社に係る注記 （注）４ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは以下の通りです。 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて

いる関係会社に対するものは以下の通りです。 

受取手形 255百万円 

売掛金 7,451 〃 

未収入金 865 〃 

短期貸付金 1,900 〃 

支払手形 931 〃 

買掛金 5,516 〃 

未払費用 1,575 〃 

受取手形 216百万円 

売掛金 9,480 〃 

未収入金 955 〃 

短期貸付金 1,900 〃 

支払手形 1,044 〃 

買掛金 7,271 〃 

未払費用 1,579 〃 

（注）５ 配当制限に係る注記 （注）５ ────── 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は6,765百

万円です。 

  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（注）１ （注）１ 

※１ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費は、6,276百万円です。 

※１ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費は、6,600百万円です。 

※２ 他勘定振替高は製品の自家消費にともなう評価

損等です。 

※２ 同    左 

※３ 投資有価証券評価損 ※３ ────── 

 商法施行規則第32条の規定による株式の評価減

額です。 

  

※４ 固定資産廃棄損の主なものは機械及び装置254百

万円です。 

※４ 固定資産廃棄損の主なものは機械及び装置237百

万円です。 

※５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しています。 

  当社は、静岡県富士市の土地を工場用地として

取得し、また福島県相馬市の土地は社宅用地とし

て取得しましたが、将来の利用計画が定まってお

らず遊休状態にあり、継続的な地価の下落が生じ

ているため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額363百万円を減損損失とし

て特別損失に計上しています。 

  その内訳は、静岡県富士市337百万円、福島県相

馬市26百万円であります。 

  なお、当社は事業資産については管理会計上の

区分（工場別・セグメント別）に基づきグルーピ

ングを行い、遊休資産については個別物件ごとに

グルーピングを行っています。 

  また、当資産グループの回収可能額は、正味売

却価額により測定しており、正味売却価額につい

ては、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額か

ら、処分見込額を控除した額によっています。 

場所 用途 種類 

静岡県富士市  遊休資産  土地  

福島県相馬市  遊休資産  土地  

※５ ────── 

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の増加の内訳は、単元未満株式の買取による増加です。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（注）２ 販売費及び一般管理費       19,243百万円 （注）２ 販売費及び一般管理費       19,263百万円 

 販売費に属する費用のおおよその割合は63％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は37％です。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は63％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は37％です。 

 主要な費目及び金額は以下の通りです。  主要な費目及び金額は以下の通りです。 

販売運賃 8,024百万円 

開発研究費 2,967 〃 

給料諸手当 2,753 〃 

賞与引当金繰入額 460 〃 

退職給付引当金繰入額 305 〃 

減価償却費 211 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 90 〃 

販売運賃 8,185百万円 

開発研究費 3,172 〃 

給料諸手当 2,650 〃 

賞与引当金繰入額 442 〃 

減価償却費 389 〃 

退職給付引当金繰入額 277 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 116 〃 

役員賞与引当金繰入額 45 〃 

（注）３ 関係会社との取引に係る注記 （注）３ 関係会社との取引に係る注記 

 関係会社との取引に係るものが以下の通り含

まれています。 

 関係会社との取引に係るものが以下の通り含

まれています。 

売上高 26,597百万円 

商品仕入高等 35,835 〃 

受取配当金 387 〃 

売上高 29,871百万円 

商品仕入高等 39,959 〃 

受取配当金 463 〃 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 155,423 6,190 － 161,613 

合計 155,423 6,190 － 161,613 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

   
機械及
び装置 

 
車輌及
び運搬
具 

 
工具器
具及び
備品 

 
ソフト
ウェア 

  合計 

    百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

取得価
額相当
額 

  161   118   295   181   757 

減価償
却累計
額相当
額 

  98   52   159   93   403 

期末残
高相当
額 

  63   66   135   88   353 

   
機械及
び装置 

 
車輌及
び運搬
具 

 
工具器
具及び
備品 

 
ソフト
ウェア 

  合計 

    百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

取得価
額相当
額 

  161   111   455   114   843 

減価償
却累計
額相当
額 

  114   56   167   55   394 

期末残
高相当
額 

  47   55   287   58   448 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定しています。 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算定しています。 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 127百万円 

１年超 225 〃 

合計 353 〃 

１年以内 139百万円 

１年超 308 〃 

合計 448 〃 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定

しています。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定

しています。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 140百万円 

減価償却費相当額 140 〃 

支払リース料 156百万円 

減価償却費相当額 156 〃 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

オペレーティングリース取引 オペレーティングリース取引 

未経過リース料 ────── 

１年以内 0百万円 

１年超 － 〃 

合計 0 〃 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

 同   左 



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

区分 前事業年度（平成18年３月31日） 当事業年度（平成19年３月31日） 

種類 
貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

関連会社株式 1,390 5,387 3,997 1,390 7,233 5,842 

合計 1,390 5,387 3,997 1,390 7,233 5,842 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

（繰延税金資産）    

賞与引当金損金算入限度超過額 648百万円 

未払事業税否認 257 〃 

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,950 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過額 273 〃 

投資損失引当金繰入額否認 147 〃 

固定資産減損損失否認 146 〃 

株式評価損否認 120 〃 

その他の投資評価損否認 97 〃 

その他 739 〃 

 繰延税金資産小計 5,377 〃 

 評価性引当額 △874 〃 

繰延税金資産合計 4,503 〃 

（繰延税金負債）    

固定資産圧縮積立金 △145 〃 

その他有価証券差額金 △4,556 〃 

繰延税金資産の純額 △198 〃 

（繰延税金資産）    

賞与引当金 647百万円 

未払事業税否認 227 〃 

退職給付引当金 3,068 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過額 382 〃 

投資損失引当金繰入額否認 191 〃 

固定資産減損損失否認 146 〃 

株式評価損否認 122 〃 

役員退職慰労引当金の否認 92 〃 

その他の投資評価損否認 98 〃 

その他 318 〃 

 繰延税金資産小計 5,291 〃 

 評価性引当額 △919 〃 

繰延税金資産合計 4,372 〃 

（繰延税金負債）    

固定資産圧縮積立金 △143 〃 

その他有価証券差額金 △3,923 〃 

繰延税金資産の純額 305 〃 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5

以下であるため、注記を省略しています。 

   ％ 

法定実効税率 40.2 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.0 

試験研究費等税額控除 △3.6 

住民税均等割 0.3 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.3 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

（重要な後発事象） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 968円29銭 1,017円08銭 

１株当たり当期純利益     79円83銭  80円08銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
  79円00銭 79円69銭 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純利益（百万円） 8,240 8,259 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (50) (－) 

普通株式にかかる当期純利益（百万円） 8,190 8,259 

期中平均株式数（千株） 102,596 103,136 

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 1,078 512 

（うち新株予約権の行使（千株）） (1,078) (512) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

投資有価

証券 

その他有

価証券 

銘  柄 株 式 数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

㈱みずほフィナンシャルグループ 3,844 3,015 

三 菱 商 事 ㈱ 679,500 1,844 

日 本 ゼ オ ン ㈱ 1,161,000 1,396 

古 河 機 械 金 属 ㈱ 3,772,000 1,131 

Mizuho Preferred Capital 10 1,000 

みずほＦＧ第１１回優先株 1,000 1,000 

ハ ウ ス 食 品 ㈱ 458,100 930 

富士電機ホールディングス㈱  1,420,000 779 

昭 和 興 産 ㈱  1,252,776 769 

関 東 電 化 工 業 ㈱ 1,098,000 759 

㈱ 東 京 都 民 銀 行  147,200 686 

㈱日興コーディアルグループ 403,500 618 

古 河 電 気 工 業 ㈱  824,000 600 

三井トラスト・ホールディングス㈱ 444,000 538 

ＭＴＨ Preferred Capital 500 500 

江 崎 グ リ コ ㈱   320,765 462 

理 研 ビ タ ミ ン ㈱  124,000 440 

ア イ カ 工 業 ㈱  261,100 414 

エ ス ビ ー 食 品 ㈱ 357,500 346 

ソ ー ダ ニ ッ カ ㈱ 643,000 321 

その他（129銘柄） 18,967,500 4,810 

計 32,339,296 22,367 



     【債券】 

     【その他】 

有価証券 
その他有価

証券 

銘  柄 券面総額（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

縁 故 債（１銘柄） 0 0 

小   計 0 0 

投資有価

証券 

その他有価

証券 

利付農林中金債券（２銘柄） 60 59 

そ  の  他 10 10 

小   計 70 69 

計 70 70 

有価証券 
その他有価

証券 

種類及び銘柄 投資口数等（千口） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

マネー・マネジメント・ファンド 

（３銘柄） 
3,313,200 3,313 

証券投資信託受益証券(１銘柄) 10 96 

エヌシー６号投資事業組合   1(口) 9 

小   計 3,313,210 3,418 

投資有価

証券 

その他有価

証券 

業種選択ファンド（電子・音響・精密） 232,037 213 

証券投資信託受益証券(９銘柄） 125,059 1,906 

貸付信託受益証券（１銘柄） － 20 

小   計 357,097 2,140 

計 3,670,307 5,558 



【有形固定資産等明細表】 

    １ 当期増減額の主なものは以下の通りです。 

                                             （単位：百万円） 

２ 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しています。 

 資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額 

（百万円） 

当期償却額 

（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産              

建物 23,605 4,976 373 28,209 14,404 824 13,805 

構築物 11,582 372 135 11,819 9,486 259 2,333 

機械及び装置 76,850 3,934 1,510 79,276 59,647 2,993 19,628 

車輌及び運搬具 283 21 18 286 228 25 58 

工具器具及び備品 14,610 1,293 1,106 14,797 11,619 1,065 3,177 

土地 18,560 57 25 18,593 － － 18,593 

建設仮勘定 2,330 9,839 10,847 1,321 － － 1,321 

有形固定資産合計 147,824 20,495 14,019 154,303 95,386 5,168 58,917 

無形固定資産              

特許権 － － － 528 317 50 211 

借地権 － － － 104 － － 104 

ソフトウエア － － － 837 407 135 430 

その他 － － － 94 35 6 58 

無形固定資産合計 － － － 1,565 761 192 804 

長期前払費用 329 27 － 357 161 51 196 

資産の種類 増減区分 事業所 内容 金額 

 建物 増加 本社 本社ビル建設 3,677 

 機械及び装置 
増加 三重工場  化学品製造設備新設  360 

増加 千葉工場 化学品製造設備新設 224 

建設仮勘定 
増加 本社 本社ビル建設 2,777 

増加 三重工場 化学品製造設備新設 588 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の洗替による戻入等です。 

          役員退職慰労引当金には、執行役員分が含まれています。       

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 921 41 － 3 959 

投資損失引当金 365 475 365 － 475 

賞与引当金 1,613 1,610 1,613 － 1,610 

役員賞与引当金 － 45 － － 45 

役員退職慰労引当金 402 116 231 － 287 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

(a）現金及び預金 

(b）受取手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

 区   分 金額(百万円） 

 現       金 14 

預 

 

 

金 

当  座  預  金 40 

普  通  預  金 1,226 

通  知  預  金 5,637 

定  期  預  金 290 

別  段  預  金 2 

計 7,197 

合    計 7,211 

相  手  先 金額(百万円） 

昭 和 興 産 ㈱ 1,103 

 三 菱 商 事 ㈱ 480 

壽 食 品 工 業 ㈱ 388 

ソ ー ダ ニ ッ カ ㈱ 236 

渡 辺 ケ ミ カ ル ㈱ 235 

そ   の   他 3,094 

合    計 5,539 

期   日 金額(百万円） 

平成19年４月満期 868 

    ５月満期 1,948 

    ６月満期 2,318 

    ７月満期 374 

    ８月満期 28 

合    計 5,539 



(c）売掛金 

① 相手先別内訳 

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、当期発生高及び回収高には消費税等が含まれています。

(d）製品 

相  手  先 金額(百万円） 

ADEKAケミカルサプライ㈱ 3,012 

Ｃ  Ｂ  Ｃ  ㈱ 2,106 

三  菱  商  事  ㈱ 1,983 

ADEKA EUROPE GmbH 1,487 

 ADEKA食品販売㈱ 1,286 

そ     の     他 19,188 

合    計 29,064 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

回収及び滞留状況 

回収率（％） 滞留状況（ヶ月） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
Ｃ 

───── 
Ａ ＋ Ｂ 

Ｄ ÷
Ｂ 

 ── 
12 

23,964 132,598 127,497 29,064 81.4  2.6  

区      分 金額(百万円） 

化学品製品 

 情報・電子化学品 

 （高純度半導体材料、画像材料、特殊材料、光記録材料、情

報記録材料他） 

718 

機能化学品 

（可塑剤、安定剤、添加剤、難燃剤、界面活性剤他、エポキ

シ樹脂、ポリウレタン原料、水系エポキシ・ウレタン、水膨

張性ゴム他） 

4,997 

汎用化学品 

（か性ソーダ、脂肪酸、グリセリン、金属石鹸他） 
1,041 

食  品  製  品 

（マーガリン・ファットスプレッド、ショートニング、食用油、食用硬化

油、マヨネーズ・ドレッシング他） 

1,470 

合    計 8,227 



(e）半製品 

(f）原材料 

(g）仕掛品 

(h）関係会社株式 

区      分 金額(百万円） 

化  学  品 236 

食     品 200 

合    計 437 

区      分 金額(百万円） 

食 品 原 料 油 脂 

（パーム油、牛脂、豚脂他） 
971 

食 品 関 係 副 原 料 

（乳製品、フレーバー他） 
857 

化 学 品 原 料 

（石 化 原 料 他） 
3,308 

合    計 5,137 

区      分 金額(百万円） 

化学品製品 

 情報・電子化学品 

 （高純度半導体材料、画像材料、特殊材料、光記録材料、情

報記録材料他） 

509 

機能化学品 

（可塑剤、安定剤、添加剤、難燃剤、界面活性剤他、エポキ

シ樹脂、ポリウレタン原料、水系エポキシ・ウレタン、水膨

張性ゴム他） 

1,993 

汎用化学品 

（か性ソーダ、脂肪酸、グリセリン、金属石鹸他） 
324 

食  品  製  品 

（マーガリン・ファットスプレッド、ショートニング、食用油、食用硬化

油、マヨネーズ・ドレッシング他） 

727 

合    計 3,555 

相  手  先 金額(百万円） 

ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP. 1,734 

日 本 農 薬 ㈱ 1,390 

鹿 島 電 解 ㈱ 805 

台湾艾迪科精密化学股份有限公司 643 

ADEKA（ASIA）PTE.LTD. 633 

そ   の   他 3,765 

合    計 8,973 



(i）支払手形 

① 相手先別内訳 

② 期日別内訳 

(j）買掛金 

① 相手先別内訳 

(3）【その他】 

 特記すべき事項はありません。 

相  手  先 金額(百万円） 

ADEKAケミカルサプライ㈱ 585 

オ キ シ ラ ン 化 学 ㈱  246 

協 和 化 学 工 業 ㈱ 243 

三 陽 商 工 ㈱ 239 

ADEKA食品販売㈱ 212 

そ   の   他 2,123 

合    計 3,650 

期   日 金額(百万円） 

平成19年４月満期 1,362 

    ５月満期 1,155 

    ６月満期 1,003 

    ７月満期 130 

合    計 3,650 

相  手  先 金額(百万円） 

日 本 オ キ シ ラ ン ㈱ 2,552 

 三 井 物 産 ㈱ 1,324 

 三 菱 商 事 ㈱ 1,297 

鹿 島 ケ ミ カ ル ㈱ 1,146 

双 日 ㈱ 1,027 

そ   の   他 13,017 

合    計 20,368 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ

て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の受渡請求をする権利以外の

権利を有していません。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
100株未満券、１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、

10,000株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

単元株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都港区芝３丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝３丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店、全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都港区芝３丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝３丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店、全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

平成19年６月22日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、電子

公告により行う、ただし、電子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲

載して行う。 

http://www.adeka.co.jp.html 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

 １【提出会社の親会社等の情報】 

   当社は、親会社等はありません。 

 ２【その他の参考情報】 

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

(1）有価証券報告書 

及び 

その添付書類 

事業年度（第144期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

  

平成18年６月27日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 （第145期中） 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

平成18年12月22日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当する事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月27日

株式会社ＡＤＥＫＡ    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊佐山  操   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 太 田 周 二  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  原  勝 彦  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＡＤＥＫＡの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＡＤＥＫＡ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注記文）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しています。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月22日

株式会社ＡＤＥＫＡ    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊佐山  操   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 種 本  勇   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＡＤＥＫＡの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＡＤＥＫＡ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注記文）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しています。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月27日

株式会社ＡＤＥＫＡ    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊佐山  操   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 太 田 周 二  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  原  勝 彦  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＡＤＥＫＡの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第144期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＡＤＥＫＡの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注記文）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しています。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年６月22日

株式会社ＡＤＥＫＡ    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊佐山  操   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 種 本  勇   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＡＤＥＫＡの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第145期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＡＤＥＫＡの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注記文）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しています。 
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